
農林水産省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

1 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農地での埋
蔵文化財の
試掘調査に
係る一時転
用許可の不
要化

教育委員会等が文化財保護法に基づい
て行う、埋蔵文化財の有無を確認する試
掘調査については、土地の一部を掘削し
て地下の状況を確認するものにすぎず、
短期間での原状復旧がされるものであ
ることから、農地法に基づく一時転用許
可を不要とすることを求める。

周知の埋蔵文化財包蔵地で開発行為（土木・建設工事等）が行われる場合、早期に教育委員会が試掘調査を実施し、記録
保存調査や開発行為の工法等の見直しの要否を確認する必要がある。
また、周知の埋蔵文化財包蔵地でなくとも、文化財が埋蔵している可能性がある土地でも開発計画が増加傾向にあり、埋蔵
文化財包蔵地の的確な把握のため、教育委員会が試掘調査を行っている。その他、開発行為は伴わないが土地の鑑定評
価や学術調査・分布調査等のため、事前に試掘調査を実施しなければならない事例もある。
しかし、農地で試掘調査を実施するためには、農地法に基づく一時転用許可が必要であるが、農業委員会等での手続きの
ため、許可までに１～２ヶ月程度要し、その後の記録保存調査の実施や開発行為等も後ろ倒しとなっている。記録保存調査
は、遺跡等の現状保存が不可能な場合に現地を発掘し、痕跡を資料化するものであるが、特に冬季は雪等の影響により実
施できないことがあるため、試掘調査の依頼が秋頃にされたとしても、記録保存調査が春以降となり、住宅の建設等が遅れ
てしまっている事例もある。
以上を踏まえ、試掘調査は地方公共団体が行う一時的なものであり、文化財保護制度の中で実施するものであることから、
その後無断で別の目的に転用されることも想定されないことを考慮し、農地法上の一時転用許可の取得を不要とすることを
求める。
令和２年度における試掘調査の件数：13件

迅速な試掘調査の実施により、一層の文化財
保護が図られることに加え、土地の有効活用促
進につながる。また、土木・建設工事等の期間
短縮により地域経済の活性化が見込まれる。

農地法第４条第１
項、第５条第１項、
文化財保護法第93
条、「埋蔵文化財
の保護と発掘調査
の円滑化等につい
て」（平成10年９月
29日文化庁次長通
知）

文部科学
省、農林
水産省

紫波町、川越市 盛岡市、須賀川
市、佐倉市、柏
市、小田原市、
長野県、田原
市、枚方市、羽
曳野市、広島
市、山口県、大
村市、熊本市

－ 農地で埋蔵文化財包蔵地把握のための試掘を行う場合であっても、当該農地の周辺農地の営農条件に支障を
生ずる恐れがないかや、試掘後に当該農地が確実に原状復旧されることが担保されているかどうか等につい
ては、あらかじめ確認をしておく必要があると考えている。
ただし、これら必要事項の確認が、農地の一時転用許可手続きではなく他の代替措置により行うことが可能か
どうかについては、今後検討してまいりたい。

埋蔵文化財の試掘調査については一時転用許可を不要とするという理解でよいか。その場合、速やかに措
置することとし、その時期について御教示いただきたい。
また「他の代替措置」とは、具体的にどのようなものを想定しているか御教示いただきたい。
本提案の主旨は公共的かつ短期間で原状復旧される試掘調査実施の迅速化であり、当該手続きの簡素化
と期間短縮が必須であることをお含み置きいただいたうえで検討願いたい。

9 B　地方に対
する規制緩
和

01_土地利用
（農地除く）

森林の土地
の所有者届
出制度に係
る申請方法
の見直し

「森林の土地の所有者となった旨の届
出」の市町村への提出について、Excel
等の電子データによる提出を可能な限り
早期に可能としてほしい。
また、届出の様式を林地台帳へ転記し
やすいものとしてほしい。

森林の土地の所有者となった旨の届出が書面により提出されることにより、市町村における事務負担が大きい。具体的に
は、申請書の修正を依頼した際に、書面では再提出までに時間がかかってしまうことや、林地台帳への転記を手入力で行う
ことによる事務負担が生じている。（当市の令和２年度届出実績：125件2,150筆、届出人への対応、確認及び転記作業に１件
あたり約３時間の事務が発生）
林野庁通知「森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアルについて」（平成24年10月16日付け24林整計第123
号）では、「証明書類の書面が必要」「郵送による提出」「記名押印（自署の場合は省略可）」などの記載があり、書面での提出
を想定した取扱いとなっている。
令和３年５月に公表された行政手続等の棚卸（令和２年度調査）では、「令和４年末まで」に「eメールでの提出を認める」とさ
れているところであるが、市町村の事務負担を考慮し、できる限り早期に実現するとともに、届出の記載内容を林地台帳に転
記しやすいように、届出様式を林地台帳の様式と合わせ、そのファイル形式をExcelとしてほしい。

森林の土地の所有者となった旨の届出の電子
データ化により、市町村職員の事務的負担が軽
減され、行政事務の効率化が図られる。

森林法第10条の７
の２
森林法施行規則第
106条
昭和37年農林水産
省告示第851号
「森林の土地の所
有者届出制度市町
村事務処理マニュ
アルについて」（平
成24年10月16日付
け24林整計第123
号）

農林水産
省

福井市 盛岡市、千葉
市、川崎市、新
潟県、長野県、
豊橋市、京都
市、兵庫県、高
松市、宮崎県

○当市では、多い月で10件ほど届出があり、一定の事務負担が生じている。
○当県内においても届出数が多い市では年間180件ほど受け付けており、林地台帳の修正が転記
により容易になるのは林地台帳の精度を高めるためにも重要である。

森林の土地の所有者届出については、現時点においても、関係法令（「情報通信技術を活用した行政の推進等
に関する法律」（平成14年法律第151号）、「農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律施行規則」（平成15年農林水産省令第21号））に基づき、情報通信技術を利用できることとなっ
ており、書面によらずとも電子データで受け取ることが可能である。
このため、eメールでの提出が可能であることについて、「森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マ
ニュアルについて」（平成24年10月16日付け24林整計第123号林野庁計画課長通知）を令和３年10月までに改
正し記載する予定。
また、森林の土地の所有者届出の様式はエクセルの形式によるものでも構わない。

意見なし

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

リース方式による施設整備に要する費用が、「公の資産」の形成に資することにはならないため、当該負担
金及び交付金の対象としていないとのことであるが、国庫補助については、年々、PPP事業まで対象範囲を
広げるものが増加している中、単に補助対象のメニューに追加するのではなく、今回の提案のように、PPP
事業の特性に即した内容に見直しがなされていないことが課題であると考える。公共施設の運営方法が非
保有手法など時代のニーズにより多様化する中で、地域の実情に即した公共施設の運営を支援するため、
PPPの事業スキームに対応した補助金とするよう、補助対象の見直しに向けて前向きに御検討いただきた
い。

地域の実情に合わせ、次の点など、ヒト・モノ・カ
ネの最適化・最大活用が図られるようになると
考える。
・ファイナンスリースの場合、地方公共団体等が
施設を直接所有しないため、事業期間終了時に
施設が不要となった場合は、手放すことが容易
となる。
（人口増等による一時的な需要の増加に弾力
的に対応することが可能）
・施設を民間事業者が保有するため、固定資産
税等の税収を見込むことが可能となる。
・維持管理等の窓口がリース事業者に集約され
るため、契約業務の事務負担の軽減が期待で
きる。

ファイナンスリース
方式への補助金の
適用を規制してい
る特段の規定等の
存在は認められな
いが、本提案のよ
うに、施設整備へ
の補助の前提とし
て地方公共団体が
当該施設を保有す
ることが条件となっ
ているものがある。

内閣府、
文部科学
省、農林
水産省

富山市 伊勢崎市、柏
市、川崎市、富
山県、豊田市、
西尾市、熊本
市、宮崎県

○学校空調ＰＦＩ事業は市保有方式を採用している。
○当市においては、ランニングコストを含む費用負担の軽減や平準化、維持管理事務の軽減、緊
急時の柔軟な対応などの観点から、市有施設整備の一部にリース方式を導入している。
当市における支障事例として、教室不足が予測される学校において、児童生徒数の増加に対応す
るためにリース校舎を増設したが、「公立学校施設費国庫負担金」を活用できなかった事例や、中
学校体育館の空調設備導入の際、リース方式を採用したため、「学校施設環境改善交付金」を活
用できなかった事例がある。
ファイナンスリース方式での施設整備も補助制度の対象とすることで、市有施設における整備手
法の選択肢が広がる。

強い農業・担い手づくり総合支援交付金、公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金は、いず
れも、財政法第４条ただし書に基づく建設公債の発行対象経費である。公債は、将来の国民が納める税金によ
り償還されることから、公債の発行により調達した資金を投入したことによる成果は、将来の国民も享受できる
ものであるべきとの考えに基づき、建設公債の発行対象経費は「公の資産」の形成に資する事業に要する費用
に限定されている。
リース方式により施設を整備した場合、地方公共団体は当該施設の所有権を有さず、リース期間が終了すれば
当該施設を使用する権原を失うことになるとともに、リース方式による施設整備に係る費用は、その性質が維持
管理費や手数料等の経費も含む賃借料であって、「公の資産」の形成に資すると言うことはできない。
従って、リース方式による卸売市場の整備及び公立学校施設の整備に要する費用を、強い農業・担い手づくり
総合支援交付金、公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金の対象とすることは困難である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所管・

関係府省
団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

2 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 ファイナンス
リース方式
等のPPP手
法による事
業に対する
国の補助金
等の適用

農林水産省が所管する「強い農業・担い
手づくり総合支援交付金」及び文部科学
省が所管する「公立学校施設費国庫負
担金」、「学校施設環境改善交付金」につ
いて、地方公共団体が資産を保有しない
ファイナンスリース方式等のPPP手法に
よる事業に対する適用を求める。

我が国においては、厳しい財政状況の中、今後、人口減少等により、公共施設等の利用需要が変化することが予想されてお
り、長期的な視点を持って、統廃合・再配置などを効率的・計画的に行うことが求められている。このような状況の中、地方公
共団体が地域の実情に合わせ、公共施設を最後まで保有することなく公共サービスを提供する「公共施設の非保有手法」
は、将来的な維持の負担も含め、有効な手法の一つであると考えられる。
当市では、このたび、卸売市場の整備に際し、市有地を民間に事業用定期借地として貸付け、そこに民間が市場を建設し、
それを市にリースする方式をとることにした。また、今後、公立学校施設の整備にあたっても、同方式を活用する事業を検討
中である。
しかしながら、これらの施設についてファイナンスリース方式等の公共施設の非保有手法による施設整備にあたっては、市
が施設を保有する場合と異なり、設計や整備に係る補助金等が適用されないものが大半であるため、イニシャルコストの増
大につながり、当該手法の検討が進まない。
近年推奨されている公共施設マネジメントの観点からも、人口減少が止まらず、公共施設への需要が変化し得る中で、多様
な施設整備手法を促す補助金制度となることが望ましいと考えている。

19 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農業委員会
委員の過半
数を認定農
業者等としな
ければならな
いとする法定
要件の緩和

認定農業者等が農業委員会の委員の
「過半数」を占めなければならないという
要件を引き下げるとともに、例外的に委
員の過半数を占めることを要しない「認
定農業者が少ない場合」の基準を緩和
することを求める。

農業委員会等に関する法律第８条第５項は、原則として、認定農業者等が農業委員会の委員の過半数を占めなければならないという要件を
定めている。ただし、「区域内における認定農業者の数が、委員の定数に八を乗じて得た数を下回る場合」は、「認定農業者が少ない場合」とし
て、例外的に当該要件を満たさないことができるが、当市の場合はこれに該当しない。
このため、当市では農業委員会の定数14人中８人を認定農業者としなければならないが、８人の認定農業者を選定し、任命することに苦慮して
いる。
任命に苦慮する原因は、現役の認定農業者は、地元の農用地利用改善組合の組合長など、地域の農業団体の役職を務めている者が多く、
常日頃本業で忙しいことにある。特に、農繁期の農業委員会業務は負担が大きいため、委員に立候補する認定農業者はほとんどおらず、任命
を打診しても多忙を理由に断られることがある。現在は、地元農協や管理組合等からの推薦により、やむを得ず了承し就任してもらっているの
が実態である。
一方、経営移譲をした認定農業者の親である元認定農業者は、認定農業者よりも地域の農政に対する知見が豊富である場合が多く、実際に
認定農業者等からは、「認定農業者の親であれば支障なく農業委員としての業務ができる」という意見が多い。
こうした元認定農業者や認定農業者の配偶者等は比較的時間的な余裕もあるので、委員に就任しやすく、農業委員会の活動にも専念するこ
とが可能と考えられるが、これらの者は同法第８条第５項各号の者ではないため、委員に就任いただくことができない。委員の過半数に認定農
業者を任命することとされている趣旨は「農業に積極的に取り組んでいる担い手の意見を農業委員会の運営に的確に反映させること」である
が、元認定農業者や認定農業者の家族が委員になった場合でも、その趣旨を十分に全うすることは可能であると考える。
なお、平成27年の法令改正時から、当市では、認定農業者等の過半数要件を満たすことに苦慮しており、当該改正の５年後見直しにあたり令
和３年５月に全国農業会議所から行われたアンケートでも、当市としては、経営が多忙等のため認定農業者に就任を断られると考えられるた
め、「過半数」の要件が厳しいと回答しているところである。
また、一般的に、世帯主である男性が農業経営改善計画の認定を受けるが、その家族である配偶者等についても、農業に関与している場合
が多い。さらに現行制度では女性の意見が農業委員会の運営に反映させにくいという問題もあると考えている。

農業委員の任命にあたっては、原則である「認定農業者等が農業委員の定数の過半を占めること」を満た
すために、当市に限らず、共同提案団体など多くの農業委員会が任命に苦慮している状況であります。
現行制度においても、一定の要件を満たした「認定農業者が少ない場合」の例外措置があることは承知して
いますが、以下の理由から、要件の緩和にあたっては、原則である法律改正による抜本的な見直しを求め
ます。
①全国農業会議所が令和２年10月に全国の農業委員会を対象に実施したアンケート結果では、多くの農業
委員会が過半数要件の緩和（1,701委員会中993委員会（58％））や認定農業者とみなす者の本則化（1,701
委員会中547委員会（32％））を求めていること
②元認定農業者、認定農業者の家族や、国・地方の計画に位置付けられた農業者、指導農業士、基本構想
水準到達者等については、例外での実績も踏まえれば、原則の場合でも、地域の農業に知見を有するとい
う観点からは、委員資格を有することとしても特段問題ないと考えられること
③食料・農業・農村基本計画（令和２年３月閣議決定）において、担い手は、認定農業者、認定新規就農者、
将来法人化して認定農業者となることが見込まれる集落営農、市町村基本構想の水準到達者とされている
ほか、日本再興戦略に掲げられているKPI（「今後10 年間（2023年まで）で全農地面積の８割が担い手に
よって利用される」）の担い手は、認定農業者、市町村基本構想の水準到達者、集落営農とされていること
④認定農業者の多数が男性（当市の場合、認定農業者145名中、男性142名、女性３名）であることから、原
則である法第８条第５項の規定は女性委員の登用が進まない一因となっていると考えられること

各市町村の農業事情に応じて委員を選任でき
る可能性が広がるため、地域によっては、農業
に積極的に取り組んでいる担い手の意見を農
業委員会の運営に的確に反映させることが一
層できるようになる。また、女性の登用が進み
やすくなることにより、女性の視点からの意見が
農政に反映される。

農業委員会等に関
する法律第８条第
５項、同法施行規
則第２条第１号

農林水産
省

安城市、福島
県、福井市、長
野県、静岡県

札幌市、旭川
市、上山市、須
賀川市、川崎
市、下呂市、田
原市、滋賀県、
広島市、鹿児島
市

○当市は令和２年７月の改選においては、農業委員の過半数以上が認定農業者となり、現状は要件を満たして
いる。
しかしながら、認定農業者の多くは現役で農業に取り組んでおり本業が忙しい上に、農業関係の役員等を兼務し
ている。多忙を理由に断られ、任命には大変苦慮しているのが実態である。
○認定農業者の配偶者まで要件を緩和するなど、女性農業委員の登用に向けて推薦範囲が広げられるよう制
度的に緩和することが望まれる。
○当市では、地域からの推薦により選出される委員がほとんどであり、その方々が認定農業者とは限らないた
め、過半の要件を満たさなくなる可能性がある。その場合に煩雑な事務手続きが必要となるため。
○当農業委員会では令和５年度に農業委員の改選の予定がある中、委員定数が削減となることがほぼ確実で
ある。
　一方、女性農業委員の割合の増加（目標30%）について常に求められているところ、提案内容にあるとおり認定
農業者は男性が登録され、その配偶者である妻は認定農業者でないケースが多く見られる。
　本提案が実現すれば、女性委員の登用が進みやすくなることが想定されるため、追加共同提案団体として参
画したい。
※当市の現状
　女性農業委員は５名おり、そのうち３名が農業者であるが認定農業者ではない。（残り２名は中立委員）
○当市では、農業委員の任命の際は主に地区会等から推薦をいただいているが、応募段階では認定農業者過
半要件を満たさず、基準を満たす農業者から農業経営改善計画の認定を受けてもらい、なんとか認定農業者過
半要件を満たしている状況である。
国の第５次男女共同参画基本計画では、女性農業委員の登用率を2025年までに20％とする目標が定められて
おり、当市において女性登用率20％を満たすためには定数16人のうち女性委員4人とする必要がある。一般的に
世帯主である男性が認定農業者となる場合が多いため女性の認定農業者は非常に少数であり、女性委員４人と
中立委員１人が認定農業者でないとすると、その他11人中９人が認定農業者である必要があり、現状においては
認定農業者過半要件と女性委員登用率20％の両立は非常に困難である。
○地区によって認定農業者の人数に差があるため、地区割で委員の選定を行う際に苦慮している。
○当市においても、現在の農業委員の平均年齢は68歳と高齢であることから、今後の農業委員選任時に提案市
と同様の支障が生じることが予想される。また、制度改正による効果の欄に記載がある農業委員の「女性の登用
が進みやすくなる」という効果も期待できると考える。
○当市では、農業委員の定数17名に対して認定農業者は１名しかいないため、認定農業者が過半数を占めなけ
ればならないという要件はあてはまらないが総じて認定農業者は多忙であることから任命には苦慮する一面があ
る。

農業委員会法においては、担い手の意見が農業委員会の運営に的確に反映されるようにするため、原則とし
て、農業委員会の委員定数の過半を認定農業者が占めなければならないとしている。
一方、農業委員会の区域内の認定農業者が少ない場合には、認定農業者の親族を認定農業者に準ずる者と
して加えることができる等の例外措置を講じている。
現行制度については、上記のような弾力的な措置を講じているところであるが、関係者の意見等を踏まえ、例
外措置の在り方を検討してまいりたい。



農林水産省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国町村会】
提案団体等の意向及び関係府省の回答を踏まえ適切な対応を求める。

○１次ヒアリングにおいて、試掘調査の実施による周辺農地への悪影響等がないこと
を確認した上で一時転用許可を不要とすることを念頭に必要な措置を検討するとの説
明があったが、関係省庁間で農地への影響を速やかに確認し、２次ヒアリングまでに
具体的な方向性を示していただきたい。
○農地の一時転用許可を不要とした場合の代替措置について、その要否を含め、地
方公共団体の負担とならないよう検討いただきたい。

現在、文化庁及び内閣府地方分権改革推進室と調整の上で、埋蔵文化財の試掘調査の実態や、これまでに
周辺の営農に支障が生じた事例の有無について、調査を行っているところである。本調査結果によって、周
辺農地への支障を生じるような問題が生じていないのであれば、一時転用許可を不要としてよいと考えてい
る。
また、第１次回答でお答えした「他の代替措置」についても、上記の調査結果により必要性を含め判断するこ
ととするが、仮に代替措置を必要とする場合でも、ご提案の趣旨を踏まえ、極力軽易なものにしたいと考えて
いる。
許可不要とする場合は省令の改正を予定しており、その改正時期は令和３年度末を予定している。

５【農林水産省】
（６）文化財保護法（昭25法214）及び農地法（昭27法229）
地方公共団体が文化財保護法に基づき埋蔵文化財の有無を確認する試掘調査については、
令和３年度中に省令を改正し、農地転用許可（農地法４条１項及び５条１項）を不要とする。
（関係府省：文部科学省）

・省令

・通知

省令：令和４年３月31日公布・
施行

通知：令和４年３月31日

地方公共団体が文化財保護法に基づき埋蔵文化財の有無を確認する
試掘調査については、省令を改正し、農地転用許可（農地法４条１項及
び５条１項）を不要とした。

・農地法施行規則の一部を改正する省令（令和４年農林水産省令第27
号）

・地方公共団体が農地で埋蔵文化財の試掘調査を行う場合の農地転用
許可制度上の取扱いについて（令和４年３月31日付け農林水産省農村
振興局農村政策部農村計画課長通知）

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

一次回答のとおり、提案の実現に向け対応を行う予定である。 ５【農林水産省】
（８）森林法（昭26法249）
（ⅰ）森林の土地の所有者となった旨の届出（10条の７の２第１項）については、電子的な手段
による提出が可能であることを明確化し、地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和３年10月28日付け林野庁計画課長通知）］

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

―

５【農林水産省】
（24）強い農業・担い手づくり総合支援交付金
食品流通拠点施設整備については、BOO方式による施設の効率的かつ効果的な運営管理を
行おうとする地方公共団体の検討に資するよう、非保有手法の先進的な活用事例と併せて、
BOO方式による当該施設整備が補助の対象であること等を、改めて地方公共団体に令和３
年度中に周知する。
（関係府省：内閣府）

強い農業・担い手づくり総合支援交付金、公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金は、い
ずれも、財政法第４条ただし書に基づく建設公債の発行対象経費である。公債は、将来の国民が納める税金
により償還されることから、公債の発行により調達した資金を投入したことによる成果は、将来の国民も享受
できるものであるべきとの考えに基づき、建設公債の発行対象経費は「公の資産」の形成に資する事業に要
する費用に限定されている。
リース方式により施設を整備した場合、地方公共団体は当該施設の所有権を有さず、リース期間が終了すれ
ば当該施設を使用する権原を失うことになるとともに、リース方式による施設整備に係る費用は、その性質が
維持管理費や手数料等の経費も含む賃借料であって、「公の資産」の形成に資すると言うことはできない。
従って、リース方式による卸売市場の整備及び公立学校施設の整備に要する費用を、強い農業・担い手づく
り総合支援交付金、公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金の対象とすることは困難で
ある。
「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」による卸売市場の整備においては、地方自治体が資産を保有しな
いPFI法に基づくBOO方式により既に補助対象としているところなので、非保有方式による整備の場合には活
用を御検討いただきたい。
少子高齢化・人口減少といった人口動態等を踏まえた今後の公立学校施設の在り方については、中央教育
審議会の答申（令和３年１月）や、当該答申も踏まえた、学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議の
中間報告（令和３年８月）において、他の公共施設との複合化・共用化など、計画的・効率的な施設整備を進
める必要性等が指摘されており、こうした状況も踏まえ、文部科学省としては、具体的な方策について検討を
進めてまいりたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

― 食品流通拠点施設整備については、非保有手法の先進的な活用事例と
併せて、BOO方式による当該施設整備が補助の対象であること等を、改
めて地方公共団体に周知した。

強い農業・担い手づくり総合支援交付金を活用した非保有方式の施設
整備について（周知依頼）（令和４年３月16日付け農林水産省新事業・食
品産業部食品流通課卸売市場室長事務連絡）

令和4年3月16日事務連絡

食料・農業・農村基本法第21条においては、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農
業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、農業経営の規模拡大等の施策を講ずることとされてい
る。
効率的かつ安定的な農業経営とは、他産業並みの労働時間で他産業並みの所得を確保する経営であり、農
業経営基盤強化促進法第12条第１項に基づき、経営改善計画に関し市町村の認定を受けた認定農業者が
該当する。
これらの点を踏まえ、農業委員会において、担い手たる認定農業者の意見を的確に反映した形で、農地の貸
借等に係る許可等の業務運営を行うよう、農業委員会の委員定数の過半を認定農業者が占めなければなら
ないとしている。
一方、農業委員会の区域内の認定農業者が少ない場合には、認定農業者の親族を認定農業者に準ずる者
として加えることができる等の例外措置を講じている。
現行制度については、現場の実態を踏まえ弾力的な措置を講ずる考えであるが、その検討に当たり、改め
て、現場の実態を把握してまいりたい。

○他の行政委員会に比べても、地方公共団体の組織にもかかわらず、委員の資格要
件に関し過度な規制ではないか。
○食料・農業・農村基本計画等において、「担い手」は、認定農業者に加え、認定新規
就農者、基本構想水準到達者等とされており、また、認定農業者の農業経営に参画す
る親族等についても農業に関する知見は遜色ないことから、これらの者を例外ではなく
原則として農業委員の資格を有することとすべきではないか。農業委員会に反映すべ
き「担い手」の意見を認定農業者の意見に限定する必要はないのではないか。
○全国農業会議所の調査でも、認定農業者が多忙であることなどから多くの農業委員
会が原則の見直しを求めており、また、年齢層の高い男性が多数を占める認定農業者
を過半数とする現行の原則では青年・女性農業委員の登用が進みにくいことも踏ま
え、原則の見直しを２次ヒアリングまでに積極的に検討し、見直しの方向性を示してい
ただきたい。

【全国知事会】
農業委員会委員の過半数を認定農業者等とする要件については、地方分権
改革推進委員会第２次勧告の趣旨を踏まえ、廃止もしくは条例に委任する、
又は条例による補正を許容すべきである。

農業委員会の委員の過半数を認定農業者等が占めることとする要件に
ついては、省令を改正し、当該要件を満たすことを要しない場合として定
める認定農業者数の基準を緩和した。

農業委員会等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和４年
農林水産省令第26号）

令和４年３月31日公布、令和４
年４月１日施行予定

省令５【農林水産省】
（７）農業委員会等に関する法律（昭26法88）
農業委員会の委員の過半数を認定農業者等が占めることとする要件（８条５項）については、
令和３年度中に省令を改正し、当該要件を満たすことを要しない場合として定める認定農業
者数の基準を緩和する。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所管・

関係府省
団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

25 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農地等災害
復旧事業に
おける補助
金申請書類
の簡素化

農地等災害復旧事業における補助金申
請書類の簡素化（補助申請時の計画書
の記載を市町村等の事業主体単位とす
るとともに、個別地区は一覧表として申
請書類に添付すること等）を求める。

農地等災害復旧事業については、補助金交付を受けようとする都道府県は、災害査定時に農林水産大臣に対し、「災害復
旧事業計画概要書」及び「災害復旧事業補助計画概要書」（以下「計画概要書」）を地区ごとに提出して事業内容及び事業費
の承認を受けており、また、工事発注時の単価変更等により事業費が変更する場合にも、その都度、変更承認を受けてい
る。
その上で、毎年度、補助金の申請を行う際には、改めて「災害復旧事業計画書」及び「災害復旧事業補助計画書」（以下「補
助計画書」という）を作成し添付する必要があるが、これらにも「地区単位」ごとに事業費等を記載する必要があるため、特に
大災害の発生した際は、地区数に応じて膨大な量の記載が求められている。また、補助金交付内示から交付申請の締切ま
での期間が数日程度しかなく、県及び市町村等の事業主体は、極めて短期間に膨大な事務手続を行っており、対応に苦慮し
ている。
なお、当県においては、令和元年東日本台風により被災した農地・農業用施設に係る補助金の申請について、令和２年度の
場合は、「補助計画書」に約1,300地区分を地区ごとに記載する必要があった。事業主体の数は46であったため、事業主体ご
とに「補助計画書」に記載すればよいこととなった場合は、大幅に負担が軽減される。
このため、事前に地区ごとの「計画概要書」を提出し、変更がある場合には変更承認を受けていることを踏まえ、補助金申請
時に提出する「補助計画書」の記載を地区単位から事業主体単位に変更し、地区ごとの記載を省略することを求めたい。な
お、必要があれば、個別地区ごとの申請年度の要求事業費の一覧等を添付することとしたい。
また、「補助計画書」に「前年度までの配分事業費」、「当該年の要求事業費」及び「翌年度以降の残事業費」を全て記載する
ことは大変負担であるため、「前年度までの配分事業費」欄の削除など、幅広に様式の簡素化を求めたい。

「補助計画書」の記載を地区単位から事業主体
単位とすること等により、申請事務に係る負担
が軽減され、事務の効率化に繋がる。

農林水産業施設災
害復旧事業費国庫
補助の暫定措置に
関する法律施行令
第１条の４、第３
条、第６条、第７条
農林水産業施設災
害復旧事業費国庫
補助の暫定措置に
関する法律施行規
則第７条、農地及
び農業用施設に係
る災害復旧事業計
画概要書等の様式
を定める等の件で
定める様式

農林水産
省

福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、
新潟県、長野県

前橋市、富山
県、佐久市、四
日市市、京都
市、大阪府、大
分県、延岡市

○当県においても、平成20年災害の際に、該当市の１市に502箇所分記載する事例があるなど、
大規模な災害が発生した際には記載する地区数が膨大となる事例はある。
○補助金交付申請事務の簡素化を求めるとともに、大規模災害が発生した際には、膨大な地区数
に対して、複数年に分けて予算配分を受けることから、事業実施主体の市町村において確実な予
算管理、進捗管理が可能となるシステム構築を求める。

近年、災害が激甚化していることなどを踏まえ、事業実施主体である地方公共団体等の事務負担軽減を図るこ
とが必要であると認識している。
災害復旧事業の国庫補助を行う上では、各地区の事業管理や予算配分において、年度ごとに適正な交付額と
なっているかを確認する必要があり、「事業費」や「前年度までの配分事業費」などの記載内容を省略すること
はできないと考えているが、事務負担が軽減されるよう記載の方法などについて検討してまいりたい。

補助金申請書類の簡素化について、検討いただけることに感謝する。
その上で、当県としても年度ごとに適正な交付額となっているかを確認する必要があるということは理解して
いるが、確認方法については「補助計画書」によらず、個別地区については別途一覧表を添付するなど、事
務の簡素化につながる代替方法はないものか。
また、具体的に事務負担が軽減されるような記載方法や事務負担軽減の方策が示される時期について御
教示いただきたい。

24 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農業農村整
備事業に係
る事故繰越
しの事務手
続きの簡素
化

森林経営計画により認定された保安林での皆
伐による伐採について、その都度伐採許可を要
しなくなれば、都道府県の事務負担軽減及び森
林所有者等の負担軽減に資する。
また、戦後造林された人工林の６割が利用期を
迎え、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への関心
も高まりをみせる中、保安林においても林業の
持続的かつ健全な発展と適切な更新が実施さ
れることは、保安林機能の効果を高めることに
もつながるものとなる。

森林法第11条、第
34条第１項、
森林法施行令第４
条の２、別表第第２
の第２号（１）イ

○令和２年度の国の３次補正予算は２月県議会で補正を計上したが、成立時期からほとんどを未
契約による繰越をせざるを得ない状況である。契約後に生じる自然災害等による不可抗力等によ
り、令和３年度末までの繰越工期の延期（事故繰越）を余儀なくされるケースが想定される。地域
のニーズにこたえるための農業農村整備事業の円滑な執行のためには、事故繰越は必要である
が、事務手続が膨大であり、当県においても同様の支障が生じている。近年の状況は下記のとお
りであるが、令和２年度予算については、予断を許さない状況である。
事故繰越発生状況
令和元年度予算：１件
平成30年度予算：１件
○国では経済対策に伴う補正予算は令和３年度当初予算と併せて15か月予算として打ち出して
いるが、現場着手後、想定外の出来事により工事期間に不測の日数を要するケースが多く繰越を
せざるを得ない場合もある。しかしながら、事故繰越の手続きは書類の数も多く事務量が膨大と
なっていることから、添付書類の簡略化を望む。
○当県の農業農村整備事業も、令和３年度の実質予算の約５割を補正予算が占める状況であ
る。近年、幸いにも事故繰越が発生した事例はないものの、提案県と同様、不調不落が増加傾向
にあり、また想定し得ない案件が発生する可能性も否めないことから事故繰越が発生する可能性
が否定できない。
○当県では、災害や公共工事の集中を起因とした入札不調等の避けがたい事由による事故繰越
が例年発生しており、今年度は大型補正と災害復旧工事の本格稼働により、例年以上の事故繰
越の発生が想定される。災害復旧以外の事故繰越の承認申請にあたっては、原則事故繰越する
地区ごとに、繰越調書、理由書、工程表、経緯書その他財務局が指定する書類を作成する必要が
あるが、これらの書類の作成に労力を要し、事務量が膨大となるほか、膨大な資料を審査する財
務局の審査事務も負担となると思われるため、提出書類の省略などの事故繰越手続きの簡略化
を希望する。

農業農村整備事業においては、営農に支障をきたさぬよう、かんがい期（一般的に４月～９月）をはずして事業
を実施しなければならないこと、また、近年の異常気象（豪雨、台風、地震など）により予算繰越しの件数が増加
傾向にあることから、今回の要望を踏まえ、関係省と調整し、必要な対応を検討してまいりたい。

農業農村整備事業の特色をご理解いただき、事業執行を円滑に進めるためにも、関係省間での調整・検討
を早急に行い、重複する内容の書類の省略を認めるなど、事故繰越手続の簡素化について、 令和２年度補
正にかかる事故繰越手続から導入していただきたい。

時間のかかる書類作成や整理を減らすことが
できれば、行政の負担軽減も見込まれるととも
に、事業の円滑な進行により、農業農村地域の
基盤整備に資する。

財政法第42条、第
43条
繰越ガイドブック

財務省、
農林水産
省

福島県、茨城県、
群馬県、新潟県

四日市市、滋賀
県、大阪府、大
分県、宮崎県、
延岡市

保安林制度は、水源かん養や災害防備等の公共目的の達成に必要な森林を、保安林として指定する制度であ
り、伐採年度毎に皆伐できる限度面積等を受益の対象が同一である保安林又はその集団を単位として定め、
その単位は一市町村を越えた広域にわたっている。
一方、森林経営計画は、面的なまとまりを持って効率的かつ持続的な経営管理を実現し、森林の有する多面的
機能を十全に発揮することを目的としており、森林所有者等がその所有森林等を単位として策定し、市町村森
林整備計画との適合や森林資源の保続のための主伐伐採量の上限等を認定要件として、市町村長の認定を
受けるものである。
このように、両制度の目的や基準が異なるため、森林経営計画の内容に保安林の伐採制限を合わせることは
適当ではなく、また、保安林では都道府県知事により、一市町村を越えた単位での伐採総量の調整等を行う必
要があり、都度の申請及び許可を要することについて御理解いただきたい。
なお、保安林では森林所有者に一定の制限を課す代わりに、各種優遇措置を設けて森林を整備・保全してお
り、当該措置との関係も考慮して、森林経営計画の内容について検討いただくことが適当と考える。

福島県 両制度の目的や基準が異なることは理解しており、本提案は、森林経営計画に基づく伐採において、保安
林制度の皆伐限度面積を超える伐採可能量の確保を求めるもの、また、森林経営計画の認定要件である
主伐伐採量の上限と保安林の限度面積を一致させることを求めるものでもありません。
予め認定されていた森林経営計画に基づく伐採が、その他の伐採の先行許可により保安林の皆伐限度面
積を超えため、計画通りに実施できなかったことから、特に計画に基づく伐採を優先的に確保し整合を図る
点について運用の改善を引き続き求めます。
人工林の６割が利用期を迎える中、同様に保安林においても適期の対象齢級が増加しており、質的・構造
的に改善を図るためにも集約化を図り森林所有者による主伐、再造林などの森林整備を計画的に進めてい
く状況にあり、令和３年６月、閣議決定された新たな森林・林業基本計画においても「森林資源の適正な管
理及び利用」の中で、人工林資源の循環利用を進めるため、林業適地では適正な伐採と再造林の確保を図
ると方針が示されており、保安林内の人工林においても森林所有者による施業を促すため、森林経営計画
に基づく保育、伐採、再造林を計画的に促進していくことが今後、重要と考えています。
このため、運用改善の１例として、経営計画の伐採計画の前年度又は当該年度初め等に、申請に基づき保
安林の伐採許可を行い、森林経営計画に基づく伐採計画を予め、一定期間、優先的に保安林の皆伐限度
面積内で確保することを可能とすることで、両制度の計画的な伐採、保安林の皆伐制限の確保の調整が一
定の範囲内ながらも可能ではないかと考えます。
保安林内においても森林計画制度に基づく林業の持続的かつ健全な発展と適切な更新が実施されるよう、
前向きに検討いただきたい。

農林水産
省

農地転用許可を得ることなく農用地区域内にある農地を活用できる場合の明確な考え方や参考事例について
は、今後、通知の発出等により、周知してまいりたい。
なお、イベント会場として農用地区域内の農地を使用する場合、そのイベントが短期間（１日だけ等）で、農地の
区画形質を変更することなく、イベント終了後直ちに耕作可能な状態となることが明白な場合については、農地
転用に当たらないと考える。他方、短期間のイベントを繰り返し行うために農地に容易に撤去できない構築物を
設置する場合や、イベントの常態化の影響で将来的に耕作ができなくなるような場合は、農地転用に当たり、農
用地区域内農地においては、一時転用による場合を除き、認められないケースであると考える。

耕作放棄地の解消、農業従事者の確保及び住民団体等のモチベーション低下防止の観点からも、早期に
農地を活用できる場合の考え方や参考事例を明確化・周知することが重要であると認識している。
そのため、具体的な通知の発出時期や周知方法を御教示いただきたい。
また、定期的又は反復的なイベントによる活用事案についての見解が示されているが、住民団体が地域づ
くりの一環として、滞在休憩地や写真撮影地のように、構築物の設置や形質変更することなく、一定期間、
観光客等の利用に供する場所として活用する場合についての農地転用許可の可否についても見解を示さ
れたい。

27 B　地方に対
する規制緩
和

01_土地利用
（農地除く）

森林経営計
画制度と保
安林制度の
整合性の確
保

市町村が認定した森林経営計画と保安
林における皆伐による立木伐採の都道
府県許可との間で整合性を制度的に確
保することを求める。
具体的には、市町村が認定した森林経
営計画に記載された保安林での皆伐に
よる立木の伐採については、都道府県
知事の許可を不要とする仕組みや、都
道府県知事が許可すべき皆伐面積の限
度の算出に反映させる仕組みの構築な
どを求めるもの。

平成24年に森林経営計画制度が開始されたが、保安林での皆伐による伐採の許可の基準との整合性をとる仕組みが構築
されていない。
このため、市町村長の認定を受けた森林経営計画に基づく保安林での皆伐にもかかわらず、皆伐限度面積が支障となり、都
道府県知事が伐採の許可を行うことができないという事態が発生している。
具体的には、市町村の認定を受けた５年間の森林経営計画では、ある年度に10haの保安林の皆伐が計画されていたが、森
林法施行令に基づき算定されるその地区の当該年度の皆伐限度面積が８haとなったこと、また既に他者から４haの申請が
なされていたことから、結果的に４haしか許可ができないという事例があった。
森林経営計画では年度毎に伐採面積等を決定し、伐採計画を策定しているが、計画的な伐採を行えなくなることは森林経営
計画の認定を受けた所有者等の経営に支障をきたすことになる。森林経営計画内での伐採量の流用ルールは認められてい
るものの森林経営計画の認定を受けた所有者等から、森林経営計画制度と保安林制度との整合性がとれていないことや経
営への影響を指摘された場合、市町村や都道府県の関係者が当該所有者等から理解を得ることは困難である。
また、市町村の認定を受けているにもかかわらず、保安林での伐採について、その都度改めて都道府県知事の許可が必要
となることから、都道府県及び森林所有者等の負担となっている。
森林経営計画制度は、長期的な観点から森林を計画的に管理し、効率的な施業と保護を通じ、森林法の目的にある森林の
保続培養と国土の保全を両立させる、森林の持つ多面的機能を十分に発揮することを目的とした制度であり、皆伐限度面積
による計画の中断を防ぎ、本来の制度の趣旨を十分に発揮するためにも、保安林制度との整合性を早期に図ることが必要
である。

43 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農地を地域
づくり活動に
利用する場
合の農地転
用許可の考
え方の明確
化等

農用地区域内にある農地を含む農地に
ついて、農業体験等の地域振興イベント
開催に利用する場合における農地転用
許可の考え方（特に、同許可が不要な場
合の考え方）を「『農地法の運用につい
て』の制定について」（平成21年12月11
日農林水産省経営局長、農村振興局長
通知）の中で明確化するとともに、参考と
なる事例の周知等を求める。

農地法第４条第６項第１号イに掲げる農用地区域内にある農地については、農地を農地以外のものにするいわゆる農地転
用は、原則として認められていない。
離島地域では、人口減少・高齢化に伴って農業従事者が著しく減少し、農用地区域内にある農地で耕作放棄地となっている
ものが増加しているが、他の地域に比べ資源が限られている中で、こうした耕作放棄地は交流人口の増加など地域を好転さ
せる資源にもなり得る。
住民主体の地域づくり団体やNPO団体から、地域の人口や新規就農者を誘致するための移住促進や賑わいづくりのため、
耕作放棄地で農業体験等の地域振興イベントを開催することについて相談があり、農業体験等のイベント開催の場合は農
地転用に当たらないとも考えられるが、どのような場合に農地転用をすることなく耕作放棄地の活用ができるか考え方がわ
からないことから、取組を断念してしまうことがある。その結果、耕作放棄地を有効活用できず、住民団体等の地域づくりへ
のモチベーションを下げてしまっている。
したがって、農地を確保しつつ農業従事者の確保や耕作放棄地の活用を促進するため、農地転用の許可を得ることなく農用
地区域内にある農地を活用できる場合の考え方を明確化するとともに、参考となる事例の周知等を求める。

補正予算等で措置された農業農村整備
事業（翌債）に係る事故繰越しの事務手
続きについて、簡素化を求める。

瀬戸内市 須賀川市、川崎
市、下呂市、京
都市、高松市

○中山間地等の耕作放棄地においては、不整形田も多く、農地としての活用による復帰は難しい
田も多い。田としての復元以外の活用が可能であれば地域振興に大きな役割を果たしうる。

栃木県、川崎
市、高松市、熊
本市

○現在、当市で森林経営計画を作成し、森林整備を行っているのは、当市が自ら作成した計画１
件のみであるが、今後、森林経営管理制度等による民有林管理を進めるにあたり、同様の問題が
生じる恐れがある。

離島地域では、農業従事者の減少等が深刻な
状況にある。農地を確保しつつ耕作放棄地の活
用を促進することにより、離島など人口減少や
高齢化の著しい地域の特性を踏まえた地域振
興策を着実に推進することができる。また、農
地は地域の景観や魅力の形成に大きく寄与し
ているため、こうした取組みにより地域が活性
化することで、農業従事者の耕作意欲の向上
や従事者の確保による農用地区域内にある農
地の再生に繋がることが期待される。

農地法第４条第６
項第１号イ「『農地
法の運用につい
て』の制定につい
て」（平成21年12月
11日21経営第4530
号・21農振第1598
号農林水産省経営
局長、農林水産省
農村振興局長通
知）

農林水産
省

令和２年度も大型の第３次補正予算が成立したが、予算の成立時期が遅いため、当県としては当該年度及び翌年度で執行
（翌債）できることを見込んだ上で予算編成を行ってはいるものの、入札不調などにより工期が確保できず、事故繰越しせざ
るを得ないケースがある。
特に当県の場合、農業農村整備事業に関して、土質や湧き水など当初想定しえない現場条件が着手後明らかになり工事期
間に不測の日数を要するケースや、予算編成後に広域的に被害をもたらす突発的な災害（豪雨など）が発生し、建設業者が
災害復旧事業を受注した結果、建設業者の確保が困難となり、工期が遅延するケースなどが生じている。
こうしたケースでは、当県に帰責事由があるとはいえないにもかかわらず、特に補正予算の成立時期が遅い場合には、執行
が間に合わず、事故繰越しが発生してしまう。令和元年度分の事故繰越額としては、予算額の約４分の１を占めており、令和
２年度分については、予算額の約半分が事故繰越しせざるを得ない可能性があると見込んでいる。
事故繰越しの承認を受けるにあたっては、財務局から13種類の書類の提出が求められており、特に「事故が避け難いことを
疎明する資料」や「工程表」等の作成に労力を要し、事務量が膨大となることから、添付書類の省略など簡略化を望む。
なお、翌債承認に加え、災害復旧・復興事業の事故繰越しについては簡略化されているところであり、年度末の補正予算に
よる補助事業のように事故繰越しの可能性が高いものについても、災害復旧・復興事業と同様の事故繰越し手続の簡略化
を求めるものである。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

具体的に事務負担が軽減されるような記載方法について、現行では都道府県が提出する「補助計画書」に個
別地区ごとに事業費等を記載しているが、簡素化の１つの方法として、事業主体ごと等の記載とした上で、各
自治体が作成している一覧表（「補助計画書」の事項が地区ごとに記載されたもの）があれば、その添付を
もって申請書類とすることが可能か検討しているところ。
なお、事務負担軽減の方策を示す時期については、今後、関係部署と調整を行った上で、その結果を踏ま
え、令和３年度中を想定している。

５【農林水産省】
（５）農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭25法169）
農地等に係る災害復旧事業費補助金については、地方公共団体等の円滑な事務に資するよ
う、令和４年度の申請から、災害復旧事業補助計画書（施行令７条）の地区及び箇所ごとの記
載を地方公共団体の既存の資料の添付をもって代えることを可能とするなど、運用の改善を
図る。

通知等（告示及び通知） 通知及び告示：令和４年４月15
日

農地等に係る災害復旧事業費補助金については、地方公共団体等の円
滑な事務に資するよう、令和４年度の申請から、農地及び農業用施設に
係る災害復旧事業計画概要書等の様式を定める等の件（告示）に定め
る災害復旧事業補助計画書の地区及び箇所ごとの記載を、地方公共団
体の既存の資料の添付をもって代えることを可能とすることとした。

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施
行規則第７条の規定に基づき農地及び農業用施設に係る災害復旧事業
計画概要書等の様式を定める等の件（昭和43 年10 月１日農林省告示
第1487 号）の一部改正について（令和４年４月15日付け農村振興局整
備部防災課長通知）

農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式を定め
る等の件の一部を改正する件（令和４年４月15日農林水産省告示第781
号）

事務連絡：農業農村整備事業において、財政法42条ただし書に基づき、
避け難い事故のため繰越しを必要とするときの提出書類については、必
要最小限のものとするよう、改めて地方農政局等に通知した。

農業農村整備事業に係る事故繰越しの事務手続きについて（令和３年
11月２日付け農村振興局総務課事務連絡）

会議における口頭周知：令和３年度財務局等繰越決算事務担当者会議

・事務連絡：令和３年11月２日

・会議における口頭周知：令和
４年２月４日

事務連絡及び会議における口
頭周知

５【農林水産省】
（15）食料・農業・農村基本法（平11法106）
農業農村整備事業において、財政法（昭22法34）42条ただし書に基づき、避け難い事故のた
め繰越しを必要とするときの提出書類については、地方公共団体の事務負担を軽減するた
め、必要最小限のものとするよう、改めて地方農政局等に令和３年度中に通知する。
（関係府省：財務省）

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

― ご提案の事故繰越しにかかる事務手続きについては、現状において重複する内容の書類は求めていないも
のと思料する。
なお、本来個別具体的な説明を求めるべきところ、審査表や工程表などの申請書類作成では記載例を示す
などして事務負担の軽減を図ってきており、現在の提出資料及び記載事項は繰越承認行為における必要最
低限な情報であると考えられる。

周知の方法については、既存通知の改正又は新規通知の発出を行うことを検討中であり、改正の時期は令
和３年度末を予定している。
なお、お尋ねのような活用方法については、個別具体の計画に即して判断する必要があるため、地域の農業
委員会又は農地転用許可権限を有する都道府県知事等に相談されたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

―

【全国知事会】
提案の趣旨を踏まえ、森林所有者等の負担を軽減するための措置を検討す
ること。
なお、自治事務となっている森林法第25条第１項４号～11号までの民有保安
林に係る指定施業要件については、地方分権改革推進委員会第２次勧告を
踏まえ、条例に委任する、又は条例による補正を許容すべきである。

― 森林経営計画の認定を受けた保安林において、当該保安林の皆伐面積を保安林制度の範囲内で優先的に
確保することは、両制度の目的が異なることから、適切ではないことに御理解いただきたい。
なお、保安林においては、毎年２月１日に当該年の４月１日から始まる伐採年度の皆伐限度面積が公表さ
れ、以降、四半期毎にその時点における伐採許可面積を除いた皆伐限度面積が公表されることとなってお
り、早期に伐採許可申請を提出いただくことによって、当該伐採が申請どおりに認められやすくなっていること
から、各都道府県を通じて森林経営計画の認定を受けた森林所有者等に対して、可能な限り早期に伐採許
可申請を提出いただくことについて周知を図ってまいりたい。

農地をその区画や形質を変更することなく短期間で利用し、当該利用終
了後、直ちに当該農地を耕作の目的に供することが可能であることが明
らかな場合については、農地転用許可（４条１項及び５条１項）を受ける
ことが不要であることを明確化し、参考となる事例を示しつつ、地方公共
団体に通知した。

・農地の区画や形質を変更することなくイベント会場等として一時的に利
用する場合の農地転用の取扱いについて（技術的助言）（令和4年3月31
日付け３農振第2869号農林水産省農村振興局長通知）

・「「農地法の運用について」の制定について」等の一部改正について
（令和4年3月31日付け３農振第2887号農林水産省農村振興局長通知）
の記の１「「農地法の運用について」の制定について（平成21年12月11日
付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興
局長通知）」

令和4年3月31日通知等５【農林水産省】
（９）農地法（昭27法229）
（ⅱ）農地をその区画や形質を変更することなく短期間で利用し、当該利用終了後、直ちに当
該農地を耕作の目的に供することが可能であることが明らかな場合については、農地転用許
可（４条１項及び５条１項）を受けることが不要であることを明確化し、参考となる事例を示しつ
つ、地方公共団体に令和３年度中に通知する。

保安林における立木の伐採の許可については、森林経営計画の認定を
受けた森林所有者等が、皆伐面積の限度内で当該計画どおりに伐採を
実施できるよう、保安林には皆伐面積の限度が設定されていることを踏
まえ、森林所有者等が毎年度可能な限り早期に申請を行うことが効果的
であることを明確化し、地方公共団体に通知した。

森林経営計画に基づく計画的な保安林における皆伐による立木の伐採
について（令和４年３月29日付け３林整治第2180号林野庁森林整備部
計画課長、治山課長通知）

令和4年3月29日通知５【農林水産省】
（８）森林法（昭26法249）
（ⅱ）保安林における立木の伐採の許可（34条１項）については、地方公共団体による当該許
可に係る事務の円滑な実施を図るため、森林経営計画（11条）の認定を受けた森林所有者等
が、皆伐面積の限度（施行令４条の２第３項）内で当該計画どおりに伐採を実施できるよう、保
安林には皆伐面積の限度が設定されていることを踏まえ、森林所有者等が毎年度可能な限
り早期に申請を行うことが効果的であることを明確化し、地方公共団体に令和３年度中に通
知する。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所管・

関係府省
団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

96 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

土地改良事
業関係補助
事業におけ
る繰越分及
び国庫債務
負担行為分
に係る事業
完了後の実
績報告書の
提出期限の
見直し

全額概算払いを受けた土地改良事業関
係補助事業の繰越分及び国庫債務負担
行為分に係る補助事業完了後の実績報
告書の提出期限について、交付規則及
び交付要綱に基づき、通常分と同様に６
月10日とするよう見直しを求める。

土地改良事業関係補助事業に係る実績報告書（繰越分、国庫債務負担行為分）の提出期限について、交付規則及び交付
要綱上、全額概算払の場合は６月10日となっているにもかかわらず、地方農政局から示されている「補助金交付事務必携
（農業農村整備事業等）」では翌年度の４月10日とされている。
そのため、年度末に事業が完了した場合は短期間で実績報告書を作成する必要があり、特にここ数年は、年末に編成され
る国の補正予算を活用しての事業件数が多く、国の補正予算については全地区繰越をして事業を実施しているため、事業
完了が翌年度の年度末となるといったことからも、４月10日までに実績報告書を提出するには、非常に短期間での処理を求
められており、過度な負担が生じている。

全額概算払いの場合は、実績報告書の提出段
階において額に大きな変動もなく、精算の結果
返納等が生じることもないことから、実績報告書
の提出期限を６月10日にしたとしても特段問題
もなく、逆に６月10日までとすることで、その他
の事務に対応することが可能となり、都道府県
の事務負担を軽減できる。

補助金等に係る予
算の執行の適正化
に関する法律第14
条、農林畜水産業
関係補助金等交付
金第６条、土地改
良事業関係補助金
交付要綱第15、補
助金交付事務必携
（農業農村整備事
業等）

農林水産
省

群馬県、茨城県、
新潟県、長野県

富山県、大阪
府、延岡市

○年末に編成される国の補正予算を活用した事業が多く、また、国の補正予算については全地区
繰越している。多くの事業完了が翌年度の年度末となることからも、4月10日までに実績報告書を
提出することは非常に短期間での処理となり、また定期異動時期と重なることからも過度な負担
が生じている。

補助金に係る実績報告書の提出については、補助金適正化法第14条及び農林畜水産業関係補助金等交付規
則（昭和31年４月30日農林省令第18号）に基づき、補助事業等の完了の日から起算して１箇月を経過した日又
は補助金等の交付の決定のあった年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに提出することとしてい
るが、全額前金払又は概算払をした場合については、補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の６月10日
までとしている。
このため、提案のあった支障事例において、予算を翌年度に繰越し、予算成立年度の翌年度に交付決定を行っ
た上で、全額前金払または概算払を行った事業については、実績報告書の提出は６月10日までとして差し支え
ない。
なお、一部の地方農政局において事業者に対し、繰越事業について予算成立年度の翌年度に交付決定を行っ
ていたものも含めすべからく４月10日までに実績報告書の提出を求めるという指導を行っていたことが判明した
ため、今回の提案を踏まえ、地方農政局で作成した「補助金交付事務必携（農業農村整備事業等）」について
は、上記法令等にのっとりわかりやすく注釈を追加することとし、併せて実績報告書の提出時期について改め
て関係者へ周知することとしたい。

予算成立年度の翌年度に交付決定が行われた事業についてはお示しいただいているが、予算成立年度に
交付決定が行われ、予算成立年度の翌年度末に完了した事業についても、全額概算払した場合は実績報
告書の提出期限を６月10日としてもよいのか。
農政局からは６月10日ではなく４月10日を提出期限にされていることから、同じ全額概算払いであるにもか
かわらず報告期日が違うことで、都道府県の事務に負担が生じており、予算成立年度に交付決定が行わ
れ、予算成立年度の翌年度末に完了した事業についても、実績報告書の提出期限を６月10日としていただ
き、令和２年度予算分から適用していただきたい。
また、土地改良事業関係補助金交付要綱に基づく事業だけではなく、他の補助金交付要綱に基づく補助事
業（土地改良関係施設補助金、農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金、農地耕作条件改善事業交付
金、農地防災事業等補助金、農地等に係る災害復旧事業費補助金等）についても提出期限を６月10日とし
ていただき、併せて実績報告書の提出期限を改めて周知していただきたい。

通知で例外適用できる場合や他の選任方法を
明確化することにより、未定稿の一問一答に頼
らざるを得ない現状の法的不安定性を解消する
ことができ、財産権の尊重、事業に対する訴訟
リスクの軽減等に資するほか、土地改良区等に
対する行政指導にも資する。

土地改良法第113
条の２第４項

105 地方公共団体は、土地改良事業の事業主体として、事業の実施にあたり土地の所有者等から同意を徴集しなければならな
いほか、土地改良区等が行う事業についても、同意の徴集方法等について行政指導を行っている。
共有地等については、共有者から選出された代表者１人が同意等の意思表示を行うこととされているが、代表者の選任手続
については、国が作成した未定稿の一問一答において、共有者全員の話し合いによって選任を行うことを基本とするととも
に、例外として共有者の一部の所在が不明な場合等には、共有者の「人数」及び共有物の「持分」のいずれにおいても過半を
満たす者による選任であれば代表者として認めるなどと示されるにとどまっている。
例えば、親族関係にない共有地について、さらに相続が発生した場合、人数が多く、居住地も遠方な者が含まれ、面識のな
い者を対象とした話し合いによる選任手続は困難であることから、例外を適用して多様な選任方法が認められる必要がある
と考えているが、当該一問一答においては、選任手続の例外を適用することができる場合（共有者が行方不明の場合、選任
後の共有者の死亡の場合、面識がなく等の理由により話し合いの場の設定が困難な場合、話し合いは行ったが少数の反対
により合意に至らなかった場合等）が明らかでなく、また、選任方法についても限られた記載しかない。また、未定稿の文書
にのみ準拠するだけでは、土地改良区等に対し行政指導をする立場としては、適切な助言をすることができないとともに、事
業主体としても同意取得やひいては土地改良事業の完成に支障を来すおそれがある。
そこで、共有地の状況がまちまちである中、共有者全員の話し合いが困難な場合に、多様な選任方法をとることができるよ
う、当該困難な場合やその場合の選任方法を具体的に正式な通知等で幅広く明確化することを求める。

B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

共有地代表
者制におけ
る選任方法
の改善

土地改良事業の事業主体である地方公
共団体や土地改良区等は、事業の実施
にあたり、土地の所有者等から同意を徴
集しなければならないが、共有地等にお
ける同意の徴集については、共有地等
について共有者のうちから代表者１人を
選任し、行うものとされている。
この代表者の選任手続については、法
令や通知等において明確にされていな
いことから、その明確化を求める。特に、
話し合いによる選任が困難な場合でも円
滑に選任することができるよう、多様な
選任手続を認めつつ、その方法を明確
化することを求めたい。

未定稿である「共有地の代表制についての一問一答」が、定稿のものとして今後農林水産省のホームペー
ジに掲載されれば、農林水産省の公式見解として共有地の関係者にも周知が可能となり、共有者の早期合
意形成が見込まれるため、早期に掲載を進めていただきたい。
本提案では、どのような場合に、「共有者の「人数」の過半を占め、かつ、共有物に係る「持分」の過半を有す
る共有者によって選任された代表者」とする選任方法をとって良いか、その例外を適用できる場合について
の明確化も求めていた。貴省からの回答はなかったが、例外を適用できる場合について、何ら制限はないと
いうことでよいか。
また、例外となる選任方法について、共有物に係る「持分」の過半を有する共有者によって選任されれば共
有物の権利との関係では足りるので、共有者の人数の過半を満たす必要はないのではないか。
共有地の代表者の選任に当たっては、共有者が所在不明等で代表者が選任できない場合、不在者財産管
理人制度（以下、「管理人制度」とする。）を活用すること等の回答をいただいたが、管理人制度を利用する
にも一定の手続が必要であることから、更なる事務の煩雑化が懸念される。過去に管理人制度を適用して
いる事例等があればご教示いただきたい。
また、未定稿である「共有地の代表制についての一問一答」では、所在不明等により意思が確認できない者
がいる場合の対応についての記載があり、これに基づいて実務は進められていることから、この実情を踏ま
えていただいた上で、管理人制度の活用に関しては、現行の実務に影響がないよう、慎重に検討をお願い
したい。

農林水産
省

千葉県 茨城県、滋賀
県、京都市、大
阪府、熊本市、
宮崎県、延岡市

○・未定稿の文書にのみ準拠するだけでは、土地改良区等に対し行政指導をする立場としては、
適切な助言をすることができないとともに、事業主体としても同意取得やひいては土地改良事業の
完成に支障を来すおそれがある
・未定稿の一問一答に頼らざるを得ない現状の法的不安定性を解消する
上記について当県も同様の支障あり。
○相続に伴う共有者が存在する共有地が増加するなか運用が進んでおらず、事業に同意する共
有者の意思が同意率に反映できずにいる。正式な通知等によって明確化することで更なる周知を
図り運用に繋げたい。
○当団体においても、土地改良法手続きの同意徴収の厳格化を図っており、共有地の権利者から
の同意徴収には苦慮している。基本は、全員同意とするものの、同意が得られない場合も想定さ
れるため、本提案内容は必要。
○提案県と同様の事例が発生しているので提案の主旨や必要性には賛同するが、換地等伴う場
合は財産権そのものに対する特例を求めることとなるので、通知等による明確化ではなく法令改
正等を求める必要があるのではないかと考える。
○共有地の代表者制は、事業を円滑に実施できるよう導入されたものであるが、共有者が50人以
上存在する、共有者が遠方におり連絡しても返信がない、共有者同士の仲違いにより選任が進ま
ないことが実務上多々起こっている。今後、相続等による共有地の増加が懸念される中でも土地
改良事業を実施できるように多様な選任方法のほか、幅広い同意徴収方法を求めたい。
○具体的に選任方法を明確化することで、円滑な代表者選任方法の運用が期待できる。
特に迅速な事業実施を求められる防災事業においては、共有者全員の話し合いが困難な場合の
選任方法が具体的に通知等により明確化されることで、円滑な同意取得等につながるものと考え
られる。

共有地の代表者の選任については、平成29年の改正により、「それぞれ共有者の全員によって代表者を選任
する。」と規定している（法第113条の２第４項）。
また、平成31年には、代表者の選任方法の改善として、「共有地の「人数」の過半を占め、かつ、共有物に係る
「持分」の過半を有する共有者によって選任された代表者も認める。」ことを一問一答により、明確化しており、こ
れ以外の選出方法の場合では、他に優位な者が選任される可能性があることから、代表者として認めることは
適当でない。
御提案にある具体的な支障とされている内容（共有者が行方不明の場合、代表者選任後の共有者死亡の場
合、話し合いは行われたが少数の反対により合意に至らなかった場合）については、不在者財産管理人制度を
活用する等し、共有者間の合意を得ることを引き続きお願いしたい。
なお、本件にかかる支援については、引き続き検討してまいりたい。
さらに、今後も現場の声を踏まえながら「共有地の代表制についての一問一答」の未定稿を削除し農水省の
ホームページに掲載することで、事業主体や国民に広く周知を行い、土地改良事業における同意取得や事業
の完了に支障がないよう取り組みたい。

明石市 前橋市、千葉
市、横浜市、川
崎市、相模原
市、鎌倉市、福
井市、山梨県、
長野県、半田
市、西尾市、枚
方市、西宮市、
鳥取県、高松
市、宇和島市、
熊本市、宮崎
市、延岡市

○県内においては、性的マイノリティの方の人権に配慮する観点から、各種届出様式等における
性別記載欄の見直しを実施した自治体がある。当市においても、事務レベルではあるが、各種届
出様式等における性別記載欄の見直しについて、検討している。法令等で定められている届出様
式等については、市に様式変更の裁量がないため、性別記載欄の削除の対象外とせざるを得な
い。本件提案において指定されている届出様式等については、早期に性別記載欄の削除を実現
するとともに、これら以外の届出様式等についても、当該業務上性別記載の必要性が認められな
いものについては、性別記載欄の削除を行う必要性があるものと考える。
○平成30年度に実施した性的少数者当事者の意見交換会でも「アンケートであれば自分で思って
いる性別に丸をするが、公的な書類では私文書偽造に該当するのではと迷ってしまう」「何のため
に性別記載が必要なのか根拠がほしい」など、性別欄に関する不安の声をいただいており、性別
欄が不必要と思われる申請書等に関しては法改正を行う必要があると思われる。また、職員向け
にアンケートを実施した際には「市民の方から性別欄の記入を拒否された」「市民の方から性別欄
（男・女）の「・」に○をしてよいか申し出があった」など、対応に苦慮する場面も生じている。当市で
は市の総合計画に基づき性別欄削除の基本方針を定めており、個人の性的指向・性自認を理由
とする差別や偏見の解消を図るため、毎年度庁内照会を行い、市が発行する申請書・通知書の性
別欄削除について必要性を検討し、不必要と判断できる場合は削除を行っている。当市では、年
１、２回ほど、市のパートナーシップ宣誓制度利用者と意見交換会を設けているが、その中でも性
別欄削除に関する意見をいただいている。
○当市においては、性的マイノリティの当事者から直接多くの御意見をいただいているわけではな
いが、自身の性自認と一致しない性別を様式上で選択することや、戸籍上の性別と見た目の性別
が異なるために厳格な本人確認をされること等について、当事者が苦痛に感じている可能性が非
常に高いことは、想像に容易い。また、不必要にも関わらず、男女のみを前提とした性別記載欄へ
の記入を求めることは、性別が男女のみしかないという無意識の浸透に繋がり、性の多様性に関
する社会的な理解促進の妨げとなる可能性がある。
○平成29年度に申請書・証明書の性別表記について調査を行い、性的マイノリティに配慮し、標記
の見直しを庁内に呼びかけてきた。３年間の呼びかけで108件の見直しができたものの、当初から
見直し不可との回答があるものがあり、その中には法律上の制限によるものが見受けられた。
○当市が規定する届出書については性別の記載を削除したが、国の規定に基づいた届出書は性
別の項目が残ったままとなっており、トラブルになるケースがある。
○当市においても提案団体同様に市で定めている様式のうち、業務上性別を記載する必要がない
と判断したものに関しては、性別記載欄を削除したが、法令等によって定められた様式は、変更が
できないため性別記載欄を残したままでいるのが現状である。性的マイノリティの方の配慮をする
のならば、市で定めている様式だけでなく法令等に基づく様式についても性別記載欄の有無を統
一する必要がある。

○概要
ふるさと納税に係る申告特例関連の２様式については、地方税法の規定に基づき、当該申告特例の求めを行
う者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載することとされている。
ご提案の内容については、ご指摘のとおり対応することも含め、令和４年度税制改正において議論の上、検討
してまいりたい。
国民健康保険関連の２証、介護保険関連の４証に係る性別表記については、事務連絡において「やむを得ない
理由があると保険者が判断した場合は、裏面を含む証全体として、戸籍上の性別が保険医療機関等で容易に
確認できるよう配慮すれば、保険者の判断によって性別の表記方法を工夫しても差し支えない」旨などお示しし
ており、各保険者の判断で適切に運用していただくこととしている。
小慢関連の２書類については、令和３年７月にとりまとめられた関係審議会による意見書において、「医療費助
成の申請書類等への「性別」の記載については、廃止する」ことが適当であるとされたことを踏まえ、省令・通知
改正等を進める予定である。
年金手帳再交付申請書については、令和４年４月１日に国民年金手帳に関する規定が廃止されることに伴い、
同日以降、国民年金手帳に代えて作成及び交付される基礎年金番号通知書に係る再交付申請においては「性
別」の記載は要しないこととする。
経営所得安定対策等交付金交付申請書においては、電話による本人確認の機会もあり、その際の申請者の本
人確認事項の一つとして性別記載欄を活用しているところであるが、令和４年度から性別記載欄は削除する方
向で検討してまいりたい。
農業者年金関連の２裁定請求書について、新農業者年金は積立方式であり、年金額の算定は、平均余命の違
いにより男女別々に行っていることから、裁定請求書へ男女の明記が必要。旧農業者年金は、賦課方式であ
り、制度上、男女による差がないため、性別欄において男女の選択肢をなくすなどを検討してまいりたい。
土地区画整理法施行規則に基づく借地権申告書及び権利変動届出書においては、土地区画整理審議会の委
員の選挙人名簿の作成にあたり、借地権者の性別を把握する趣旨から性別欄を設けているところであるが、ご
提案も踏まえ、今後、対応の検討を進めてまいりたい。
（別紙あり）

ふるさと納税に係る申告特例関連の２様式は、氏名や住所、生年月日を記載し、申告特例申請書は個人番
号も記載するため個人の特定は容易であることから、性別記載欄は不要である。
医療や介護では、性別に由来する特有の疾患や診療行為等があるため、被保険者証に性別を記載する代
わりに表記方法を工夫することは有効な手段である。このたび見直しを提案する認定証等は、被保険者証
に添えて医療機関等の窓口に提出する書類であり、性別確認は可能である。また、認定証等を提示した者
が当該被保険者であることは、被保険者番号や氏名、生年月日等によって確認でき、性別記載欄は不要で
ある。
小慢関連の２書類については、令和３年７月に取りまとめられた意見書のとおり、早期実現に向けた着実な
取組をお願いしたい。
年金手帳再交付申請書及び経営所得安定対策等交付金交付申請書は、ご回答のとおり着実な取組をお願
いしたい。
旧農業者年金は、業務上性別を把握する必要がなく、裁定請求書に記載する記号番号や氏名、住所、生年
月日によって本人確認が可能であり、性別記載欄は不要である。新農業者年金は、加入時に提出する加入
申込書等で性別を把握できるため、裁定請求書に性別記載欄は不要である。
区画整理関連２様式について、土地区画整理法第74条に基づき、施行者等は登記所や官公署長に対し、
無償で必要な簿書の閲覧や謄写、その謄本等の交付を求めることができ、住民票の写しの交付により選挙
人名簿の作成は可能であり、性別記載欄は不要である。

有11_その他 届出様式等
における性
別記載欄の
削除

法令等によって定められた各種届出様
式等について、性別記載欄の削除を求
める

【提案に至った背景】
当市は、昨年度に市が規定する様式のうち業務上性別を記載することが必要ないと判断した届出様式等から性別記載欄を
削除した。しかし、当市が取り扱う届出様式等の中には国の規定に基づき性別記載欄を設けているものもあり、その中には
業務上性別を記載することが必要か疑問のあるものもあった（以下参照）。
【支障事例】
性的マイノリティの方にとって、性自認と一致しない性別を選択することや、戸籍上の性別と見た目の性別が異なるために厳
格な本人確認をされることは、強い心理的負担となっている。また、抵抗感から行政手続き自体をためらうことにも繋がって
いる。当市市民の声としても、様式上で男女いずれかの性別を選択することを苦痛に感じている旨の相談を受ける事例が
多々ある。なお、性自認に関する相談等を行うこと自体が心理的負担・苦痛等を伴うため、当事者が声を上げ辛いという状況
を鑑みると、実際はより多くの市民が同様の悩みを抱えていることが想定される。
【措置を求める届出様式等】
法令等に基づき性別記載欄のある届出様式等のうち、以下の届出様式等について左記の措置を求める。
市町村民税道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書、市町村民税道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例
申請事項変更届出書、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用（・標準負担額減額）認定証、介護保
険負担限度額認定申請書、介護保険負担限度額認定証再交付申請書、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担
限度額認定証（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証）、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申
請書、小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書、年金手帳再交付申請書、経営所得安定対策等交付金交付申請書、
農業者年金農業者老齢年金裁定請求書、新農業者年金農業者老齢年金裁定請求書、借地権申告書、権利変動届出書

各種届出様式等から性別記載欄を削除するこ
とにより、性的マイノリティの方にとっての各種
行政手続における心理的負担を軽減することが
でき、行政サービスや支援の積極的な利用を促
し、ひいては誰もが性別に関わりなく自分らしく
生きることができる社会の実現に寄与する。

地方税法附則第７
条、国民健康保険
法施行規則第27条
の14の２、国民年
金法施行規則第11
条、介護保険法施
行規則第83条の６
第１項、児童福祉
法施行規則第７条
の27第２号等

総務省、
厚生労働
省、農林
水産省、
国土交通
省
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87 A　権限移譲 07_産業振興 中小企業等
経営強化法
における事
業分野別指
針の策定権
限及び経営
力向上計画
に係る認定
権限の移譲

中小企業が策定する本業の成長に関す
る経営力向上計画について、事業分野
別指針の策定及び同計画の認定に関す
る権限の広域連合への移譲を求める。

事業者が作成する経営力向上計画に係る事業分野別指針については、国が全国一律に策定しており、地域の特性を考慮
するものとなっておらず、地方の人材の受け皿となる中小企業の経営力強化が効果的に図られていない。
中小企業の本業の成長は、地方の雇用や人口移動に密接に関連しており、地方が主体となって事業分野別指針を策定し、
経営力向上計画の認定を行う必要があるが、東京圏に次ぐ大都市圏である関西圏では、京阪神を中心に府県域を越えて広
がる生活・経済圏が形成されている。
関西の府県・指定都市で構成する当広域連合は、関西各地域の構成団体の特性を活かして関西共通の事業分野別指針を
策定することが可能であり、事業分野別指針の策定権限移譲の受け皿として適切である。あわせて、経営力向上計画の認
定を一体的に行うことにより、地域での一体的・総合的な事務執行が可能と考える。
なお、平成29年に事業分野別指針策定は国（主務大臣）が行うものとしつつ経営力向上計画の認定権限の都道府県知事へ
の移譲を求める提案がなされているが、今回の提案は事業分野別指針策定権限と経営力向上計画認定権限の一体的な移
譲を求めるものであること、移譲を求める先が都道府県ではなく、複数の府県・指定都市が加入し、区域に関西圏を包含する
当広域連合であることから、平成29年の提案とは趣旨が異なるものである。

広域連合に移譲する事により、全国一律の指
針ではなく、地域自らが特徴を踏まえた中小企
業の経営力強化に資する指針の効果的な策定
等が可能となり、人材の受け皿となる地方の中
小企業の体力強化が図られる。
また、複数府県に跨がるものの経営革新計画
の承認権限の広域連合への移譲と合わせるこ
とで、地域での一体的、総合的な事務執行が可
能となり、事業者等の利便性の向上が図られ
る。

中小企業等経営強
化法第16条、第17
条、18条
経営力向上に関す
る命令第１条、第２
条

警察庁、
総務省、
財務省、
厚生労働
省、農林
水産省、
経済産業
省、国土
交通省、
環境省

関西広域連合 － － 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、全国の中小企業等の経営力向上の支援を目的として、平
成28年７月より制度を開始した。仮に事業分野別指針の策定や経営力向上計画の審査・認定に係る権限を貴
連合に移譲する場合、制度の対象が貴連合に所属する２府６県４市の中小企業等に限られることから、本制度
を全国で統一的に運用し、全国の中小企業等の経営の向上を図ることが困難となるおそれがある。
また、事業分野別指針の策定や、当該指針を踏まえて作成される経営力向上計画の審査・認定を国で実施す
べき理由については、以下のとおりである。
事業分野別指針については、①事業環境の変化（景気回復により高付加価値な商品の需要が高まり、これま
での低コスト化から高付加価値化に商品構成や商品の内容を変化させる必要が生じた等）やその他の事情（政
府としての政策的優先順位の変更等）により当該業種において取り組むべき経営力向上の内容に変化があっ
た場合に変更するものとしていること、②関係省庁が緊密に連携しながら、優良事例の適宜の見直し等を含め
たPDCAサイクルを実効性ある形で確立し、最新かつ最良の情報が盛り込まれた事業分野別指針を提供し続け
るよう努めることが、法案審議の際の国会附帯決議（第190回国会閣法第46号　附帯決議）でも求められたこと
から、全国レベルで事業環境や政策状況の変化を把握でき、事業分野ごとの汎用的な知見を有する各事業所
管大臣が策定することが適当である。
経営力向上計画については、上述のとおり最新かつ最良の情報が盛り込まれた事業分野別指針を提供し続け
るよう努めることが国会附帯決議で求められており、中小企業の生産性向上に関する最新の取組事例等を、国
側で一次情報として常時把握する必要があることから、国が計画を直接審査・認定することが適当である。

本提案の主旨は、中小企業等経営強化法の現行の運用スキームを前提としつつ、中小企業等が、地域の
特性にも配慮された事業分野別指針を参照しながら経営力向上計画を策定できるようにすることにより、地
域の中小企業等の経営力向上につなげようとするもの。
また、制度開始５年経過後も未だに事業分野別指針が策定されていない事業分野も存在することから、関
西経済の強みを伸ばしたり、弱みを補ったりできる事業分野を中心に事業分野別指針を新たに策定し、当
該事業者団体、経営革新等支援機関等と協力して当該事業を営む中小企業等に経営力向上計画の策定を
促すことにより、本制度を活用する中小企業等の増加を図ることができると考える。なお、事業分野別指針
が策定されていない分野でも、基本方針に適合すれば、経営力向上計画の認定は可能であるが、中小企
業等の経営力を向上させ更なる成長を促すという目的を達成するためには、事業分野に特化した指針に照
らして適切な経営力向上計画を作成し、実行することが、より効果的であると認識している。
権限移譲後は、国会附帯決議に鑑み、最新かつ最良の情報が盛り込まれた事業分野別指針を提供しつづ
けられるよう、国において現に行われている関係府省間及び各府省の本府省・地方支分部局間の連携と同
様に、関西の中小企業等の生産性向上に関する最新の取組事例等の一次情報、関西地域の事業環境の
変化等を速やかに把握して国と情報共有するとともに、国から他地域の一次情報、全国的な政策状況の変
化等の情報提供を受けるなど、国との積極的な連携に努めていく。
経営力向上計画の審査・認定については、事務を担うために必要となる体制を確保しつつ、当広域連合が
事業分野別指針の策定と一体的に運用することにより、関西地域におけるPDCAサイクルの実効性を確立
できる。あわせて、上記の国との情報共有により、関西地域のためのみならず、全国の中小企業等の経営
力向上への寄与に資することも可能。
以上を踏まえれば、中小企業等経営強化法に基づく事業分野別指針の策定及び経営力向上計画の認定
等に関する事務・権限を当広域連合に移譲することにより、中小企業者等の更なる経営力向上に向け、地
域での一体的・総合的な対応が図られ、「中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に
資する」（同法第１条）ことができるものと考えており、是非とも前向きにご検討いただきたい。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

提案及び一次回答に対する提案団体の見解を踏まえ、規定の改正を行い、繰越した事業においても全額概
算払の場合は実績報告書の提出期限を６月10日までとする予定。
なお、交付要綱等において、補助事業が全額を概算払により交付したもので、完了した翌年度に実績報告書
を提出するものは、繰越事業であっても提出期限を６月10日としても差し支えない。
また、地方農政局等及び補助事業者に対して、上記の内容を踏まえ、実績報告書の提出期限を改めて周知
するとともに、地方農政局における補助事業者へ指導を徹底することとする。

５【農林水産省】
（２）土地改良法（昭24法195）
（ⅲ）土地改良事業（２条２項）等に係る補助金の全額が前金払又は概算払により交付された
場合における実績報告の期日については、一部が補助金の交付決定のあった年度の翌年度
の６月10日とされているが、令和３年度中に省令を改正し、補助事業の完了した年度の翌年
度の６月10日までとし、その旨を地方農政局及び地方公共団体に通知する。

省令及び事務連絡 省令：令和３年12月24日公布・
施行

事務連絡：令和３年12月24日

土地改良事業（２条２項）等に係る補助金の全額が前金払又は概算払に
より交付された場合における実績報告の期日については、一部が補助
金の交付決定のあった年度の翌年度の６月10日とされているが、省令を
改正し、補助事業の完了した年度の翌年度の６月10日までとし、その旨
を地方農政局及び地方公共団体に通知した。

農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部を改正する省令（令和３年
農林水産省令第70号）

全額概算払を行った土地改良事業関係補助事業における事業完了後
の実績報告書の提出期限について（令和３年12月24日付け農林水産省
農村振興局総務課事務連絡）

(12)

要綱 令和４年４月１日施行 「経営所得安定対策等実施要綱」（平成23年４月１日付け22経営第7133
号農林水産事務次官依命通知）に定める経営所得安定対策等交付金
交付申請書における性別の記載については、同要綱を令和４年４月１日
に改正し、令和４年度の交付申請手続から削除した。

５【農林水産省】
（２）土地改良法（昭24法195）
（ⅰ）共有地等に係る共有者等の代表者の選任（113条の２第４項）については、共有者の一
部の所在が不明な場合などの共有者等全員による選任が困難な場合の選任方法等を明確
化し、その旨を地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和３年10月27日付け農林水産省農村振興局土地改良企画課長通知）］

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

―

【福井市】
今回提案の【措置を求める届出様式等】に限定することなく、業務上性別記載の必要
性が認められないものについては、性別記載欄の削除を行うなどの全省的な対応が必
要と考える。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国町村会】
本提案の実現に向けて必要な対応を求める。

ふるさと納税に係る申告特例関連の２様式については、性別欄の削除について、令和４年度税制改正におい
て対応することを検討している。
国民健康保険関連の２証、介護保険関連の４証に係る性別表記については、保険医療機関等の窓口で被保
険者証に添えて提出するものであり、被保険者の性別は被保険者証をもって確認できる。また、当該証を提
示した者が国民健康保険の被保険者であることの確認は、当該証の性別欄以外の記載内容を被保険者証と
照合することで可能である。以上を踏まえ、当該証の性別欄は削除することとし、省令改正等の必要な作業
を進めて参りたい。
小慢関連の２書類については、令和３年７月にとりまとめられた関係審議会による意見書において、「医療費
助成の申請書類等への「性別」の記載については、廃止する」ことが適当であるとされたことを踏まえ、省令・
通知改正等を進める予定である。
年金手帳再交付申請書については、令和３年６月30日に国民年金法施行規則を改正し、令和４年４月１日以
降の基礎年金番号通知書に係る再交付申請においては「性別」の記載を要しないことといたしました（令和４
年４月１日施行）。
経営所得安定対策等交付金交付申請書においては、電話による本人確認の機会もあり、その際の申請者の
本人確認事項の一つとして性別記載欄を活用しているところであるが、令和４年度から性別記載欄は削除す
る。
農業者年金関連の２裁定請求書について、旧農業者年金では、男女の選択肢をなくすなどを検討するが、新
農業者年金の年金額算定に係る完全生命表の補正データ（男女別死亡年齢）を収集することが必要である。
新農業者年金では、加入後に戸籍上の性別が変更される場合も想定される。これらの理由から、性別記載
欄は必要である。
土地区画整理法施行規則に基づく借地権申告書及び権利変動届出書においては、土地区画整理審議会の
委員の選挙人名簿の作成にあたり、借地権者の性別を把握する趣旨から性別欄を設けているところである
が、ご提案を踏まえ、借地権申告書及び権利変動届出書から性別記載欄は削除する方向で検討してまいり
たい。
（別紙あり）

５【農林水産省】
（12）平成13年改正前の農業者年金基金法（昭45法78）
旧農業者老齢年金の裁定に係る請求書（独立行政法人農業者年金基金法（平14法127）附則
６条３項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正す
る法律（平13法39）附則８条２項又は11条１項の規定によりなお従前の例によるものとされた
農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令（平13厚生労働省・農林水産省令４）１号の規
定による廃止前の農業者年金基金法施行規則（昭45厚生省・農林省令２）26条）における性
別の記載については、自由記載であることを明確化し、独立行政法人農業者年金基金に令和
３年度中に通知する。
［措置済み（令和３年11月10日付け厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長、農林水産省
経営局経営政策課長通知）］
（23）経営所得安定対策等交付金
「経営所得安定対策等実施要綱」（平23農林水産事務次官）に定める経営所得安定対策等交
付金交付申請書における性別の記載については、同要綱を改正し、令和４年度の交付申請
手続から削除する。

共有地の代表制に係る一問一答をHPに掲載することについては、早急に対処したい。
共有者の代表者は、本来、共有者全員の話し合い等により選任されることが望ましいが、共有者の一部に不
在者が居るなどの理由により共有者全員での選任ができない場合の例外として、共有者の「人数」の過半を
占め、かつ、共有物に係る「持分」の過半を有する共有者によって選任された代表者の選任も有効なものとし
ている。よって、共有者間により選任された代表者の選任方法については制限があるものではない。
提案者が求めている共有者が遠隔地で面識のない者、話し合いができない者への対応等については、一問
一答に追記する形で整理したい。
また、「人数」の過半については、土地改良事業における事業参加者の同意の意思表示や議決権の行使が、
面積等の大小に関わらず権利者すべてが平等に個々一個の議決権を有するとされていることから「人数」も
要件としていることをご理解願いたい。
なお、不在者財産管理制度については、ほ場整備による換地計画上のいわゆる不換地、特別減歩等の特別
同意は、権利者全ての同意が必要であり、こうした共有地に対する活用が考えられるので必要に応じて対応
願いたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○関西地域が首都圏に次ぐ規模の経済圏であり、関西経済の発展が地域経済に留ま
らず日本全体の国益に資するという観点から、いわば国家戦略特区のようなイメージ
で、関西地域に係る事業分野別指針の策定及び経営力向上計画の認定に関する事
務・権限を関西広域連合に移譲することを検討いただきたい。
○制度の全国統一的な運用及びPDCAサイクルの確立については、事業分野別指針
の策定及び経営力向上計画の認定に係る事務・権限を移譲した上で、国と事務・権限
の移譲先とが密接に連携を図ることにより、担保することが可能ではないか。
○現状、国において事業分野別指針が策定されていない分野について、関西広域連
合又は都道府県が当該分野に対応する指針を追加的に策定できるようにすることも検
討いただきたい。

事業分野別指針は、計画認定を行うに当たっての基準となるものであることから、認定を受けた全国の事業
者間での不公平が起きないようにする観点から、国が当該事業を取り巻く事業環境を踏まえた全国大での事
業分野別指針を策定することが適当である。また、国会の附帯決議（第190回国会閣法第46号 附帯決議）に
おいては、「関係省庁が緊密に連携しながら、優良事例の適宜の見直し等を含めたPDCAサイクルを実効性
ある形で確立し、最新かつ最良の情報が盛り込まれた事業分野別指針を提供し続けるよう努めること」とされ
ているところ。
御指摘のとおり、現時点において、事業分野別指針が策定されていない事業分野も存在することから、策定
の要望が強い事業分野については、当該事業を取り巻く事業環境も踏まえ、新たに事業分野別指針を策定
することを検討する。
また、現在の計画認定業務の状況は、平成28年７月以降、令和３年３月末時点で120,131件を認定しているこ
とに加えて、貴連合の所管地域（８府県）においては、現時点で、毎月440件以上のペースでの新規認定業務
があるほか、計画変更に係る審査業務も発生しているところ。
したがって、仮に計画認定に関する権限を移譲する場合には、標準処理期間である30日以内に処理すること
が必要であることに加えて、計画の審査には、業種ごとの専門的な知見が求められることから、これに対応す
るための十分な体制を構築していただく必要がある。
御要望を実現するためには上記の対応を踏まえた上で、法律改正まで必要となる。引き続き、これらのことを
踏まえながら、検討していきたい。

５【農林水産省】
（14）中小企業等経営強化法（平11法18）
事業分野別指針（16条１項）に関し、当該指針が定められていない事業分野については、複数
の都道府県が加入する広域連合及び都道府県の意見を踏まえつつ、新たに事業分野別指針
を定めることについて検討し、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。
（関係府省：警察庁、総務省、財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省）

- -  事業分野別指針に関する各都道府県の意見を確認するため、各都道
府県へのアンケート調査を行った（調査の依頼を８月１日に発出、８月26
日提出期限で実施）結果、新たに事業分野別指針を希望する都道府県
はなかった。そのため、策定の要望が強い事業分野は現状はないと判
断せざるを得ず、新たな事業分野別指針の策定は行わない。

―
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123 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

農作物有害
動植物防除
実施要綱が
技術的助言
であることの
明確化

植物防疫法第６章に基づいて都道府県
が行う有害動植物の防除について、農
作物有害動植物防除実施要綱（以下、
「要綱」という）が示されているが、当該
要綱はあくまでも技術的助言であること
から、当該要綱で定められている都道府
県防除実施方針の策定や市町村計画の
策定等が義務付けられていないことを明
確化することを求める。

当県は要綱に基づき都道府県防除実施方針を策定しているが、県内における有害な病害虫の増加、栽培品目・気象・地理
的条件が多岐に渡っているため、防除の考え方や農薬の適正使用と被害防止への注意喚起等を示す程度に留まっており、
策定のメリットが乏しい。
また、要綱上、市町村は、都道府県防除実施方針に即して防除実施計画を策定することとなっているが、当県においては水
稲や一部の果樹のような共同防除を実施する場合の防除主体はＪＡ等の民間団体、また、それ以外の農作物の防除主体は
生産者個人であることから、市町村が主体となって防除を計画・実施しておらず、実態と乖離したものとなっている。
上記の現状にもかかわらず、現在まで当該要綱の位置づけや運用について農林水産省から十分な周知がなかったことか
ら、当県は要綱に従う義務があるものと認識し、毎年、県内市町村に対し、市町村防除実施計画の策定とその計画に基づく
実績報告を行うように依頼し、当県はその取りまとめを行うという、防除の実態に合わない事務作業が発生している。
（参考：具体的な事務量）
①市町村への計画・実績作成の依頼　６時間程度
②市町村からの問い合わせへの対応　３時間程度
③市町村への提出状況の確認　８時間程度
④提出のあった計画・実績のとりまとめ　５時間程度
⑤庁内担当課への提出決裁　２時間

農作物有害動植物防除実施要綱に定められた
措置が地方公共団体に義務付けられたもので
はなく、技術的助言であることを明確化すること
で、地方公共団体は、地域の実情に応じた防除
事業に注力することができる。

農作物有害動植物
防除実施要綱
農作物有害動植物
防除実施要綱の運
用について

農林水産
省

長野県、福島県 茨城県、富山県 ○要綱において、市町村は都道府県防除実施方針に即して防除実施計画を策定することとなって
いるが、市町村が主体となって防除を計画・実施しておらず、実態と乖離している。
○農作物有害動植物防除実施実績及び計画については、気象や病害虫発生状況が毎年度異な
り、その策定等にあたっては高度な専門技術等を有する等の理由から、市町村からの報告内容が
実態と乖離している箇所が見受けられる。また実施要綱では市町村実施計画については関係農
業等へ周知徹底させるものとしているが、実態と乖離のある計画内容を周知することとなってお
り、効果的な防除につながらず、策定や周知のメリットが乏しくなっている。さらに、提案県の記載
のとおり、上記の背景があるにも関わらず、防除の実態に合わない事務作業が発生している。
○平成14年度に農政局に照会し「要綱でひな形を示したもので、実施するか否かは都道府県の裁
量に任されている」との説明があったことから、当県では市町村に計画の策定を求めていない。

植物防疫法（昭和第25年法律第151号）第29条に基づき、都道府県は、その地域内の農業生産の安全と助長を
図るため、有害動植物の防除等を行うことができることとされています。一方で、有害動植物は一都道府県の
区域を超えてまん延することもあるため、都道府県による防除が円滑に行われるよう、技術的助言を行ってい
ます。
本要綱についても、この一環として作成されたものであることから、御指摘を踏まえ、技術的助言であることを
明確化します。

ご回答のとおり、農作物有害動植物防除実施要綱が技術的助言であり、当該要綱で定められている都道府
県防除実施方針の策定や市町村計画の策定等が義務付けられていないことを当該要綱の改正により、速
やかに明確化していただきたい。

136 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

消費・安全対
策交付金の
うち特別交付
型交付金の
要望調査の
運用改善

消費・安全対策交付金のうち特別交付
型交付金に関する要望調査について、
都道府県が事業実施の検討期間を十分
確保できるよう、照会から回答までのス
ケジュールの改善を求める。

当該交付金に関する都道府県への要望調査は、農林水産省から地方農政局を経由して都道府県に対して照会があるが、
照会スケジュールが非常に短く、対応に苦慮している。
具体的には、当該交付金の要望調査は、県庁関係機関、市町村、農場など照会先（事業実施主体）が多方面にわたる中で、
照会先（事業実施主体）においても見積書作成等の時間を確保することができず、結果として要望なしと回答せざるを得ない
場合もある。
また、県の事務処理期間が短いため、現場との十分の調整ができず、利用促進につながっていない。
なお、本件については、農林水産省から地方農政局に当該交付金の情報が届いた後に、地方農政局内部の決裁に時間が
かかり、照会スケジュールが短くなると聞いており、国側の内部手続きを理由として、真に必要な事業について交付金を申請
できなくなることは不合理と考える。
（令和２年５月の要望調査の場合の例）
・5/19地方農政局から県に照会
・5/22県から地方農政局への提出締切り
※ 締切りまでの期間が短すぎるため県内に照会できず、要望なしとして回答
（令和２年７月の要望調査の場合）
・7/10農政局から照会
・7/20県から農政局への提出締切り

当該交付金に関する要望調査において、都道
府県等の事業主体が事業実施の検討期間を十
分確保できるように運用を改善することで、事
業の適切な実施が促進される。

消費・安全対策交
付金実施要領

農林水産
省

岡山県、中国地
方知事会

愛知県、京都
市、島根県、徳
島県、大分県、
延岡市

○当県においても令和２年７月の要望調査時に農政局からの照会から提出〆切までの期間が短
く、農家への周知期間が十分確保できなかった。このため説明会の開催などの周知方法は採れ
ず、各農家へのFAXおよび電話での案内となった。その為、事業参加について、農家へ即断を求
める形となってしまい、不参加となった農家も認められた。
○当該交付金の照会スケジュールは非常に短く、そのため、事業実施主体が事業の必要性や内
容を十分に検討することができず、利用促進につながっていない。また、当該交付金は県予算の
予算措置が必要なため、実施主体の要望内容を県が精査する時間も必要である。
○提案県記載のとおり。（令和２年12月の要望調査の例）
令和２年12月８日農政局から要望調査、令和３年１月13日事業内容の詳細判明、同日県から農政
局への提出締切

消費・安全対策交付金実施要綱（平成17年４月１日付け16消安第10270号農林水産事務次官依命通知）第６の
２の特別交付型交付金に係る要望調査につきましては、地方農政局等に対する十分な調査期間を確保すべき
旨の事務連絡の発出及び都道府県等に対する事前情報提供の適切な実施により、事業実施の判断に必要な
検討期間が確保されるよう努めてまいります。

消費・安全交付金（特別交付型交付金）が有効に活用されるよう、本省から地方農政局に対して、事業実施
主体が十分に事業を検討できる調整期間 を設定することが徹底されるよう事務連絡の発出をお願いすると
ともに、都道府県等に対しては、地方農政局から遅滞なく情報提供してくださるようお願いします。

122 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

荒廃農地に
営農型太陽
光発電設備
を設置する
場合の一時
転用許可の
緩和

荒廃農地に営農型太陽光発電設備を設
置する場合、当該事業予定地に荒廃農
地でない農地が一部含まれる（荒廃農地
に隣接し、荒廃農地の面積を超えないも
のに限る。）としても、事業予定地全体で
10年間の一時転用許可を可能とするよ
う、「支柱を立てて営農を継続する太陽
光発電設備等についての農地転用許可
制度上の取扱について」（平成30年５月
15日農林水産省農村振興局長通知）を
改正すること。

荒廃農地を活用して営農型太陽光発電設備を設置する場合、10年間の一時転用許可が認められている。
しかし、事業者が荒廃農地であると考えて営農型太陽光発電設備の設置を検討する地域であっても、荒廃農地と荒廃農地
の間などに荒廃農地でない農地が含まれていることが多く、こうした地域において、営農型太陽光発電施設の設置に係る一
時転用許可を受けるためには、①荒廃農地だけで10年間の許可申請を行う、②荒廃農地とそれ以外の農地をあわせて３年
間の許可申請を行う、③荒廃農地とそれ以外の農地をそれぞれ10年間と３年間で許可申請を行う、という３つのパターンが
考えられる。
しかし、①は、営農型太陽光発電設備を設置できなかった農地が荒廃農地になるリスクが高いまま残されることが懸念され
る。②は、３年間の許可期間では銀行からの融資が受けられず営農計画及び発電計画が頓挫してしまう事例があり、かつ、
３年ごとに行政書士に依頼し、申請を行うことが事業者にとって大きな負担となる。③は、事業者にとって申請手続が煩雑と
なるほか、３年間の許可申請部分が再許可が得られない場合に一体的な土地利用に支障が出ることが懸念される。
したがって、平成30年に荒廃農地の一時転用許可期間が10年間に見直されたものの、これまで数件相談があったが、現実
的には活用できていないのが実情であり、今後も同様の事例が生じることが想定される。

事業者の利便性向上に資するとともに、一体的
な土地利用が可能となり、農地が荒廃農地にな
るリスクが軽減されることが期待される。また、
農地転用許可権者の負担が軽減される。

当県としては、経営耕地（荒廃農地以外の農地）の範囲を、荒廃農地に隣接し、荒廃農地の面積を超えない
場合を想定しているが、１次回答中の「農地の大半が荒廃農地を再生利用するもの」とはどのような場合を
想定されているのか御教示いただきたい。
また、本案件は荒廃農地の再生利用の観点から、早期に実現していただきたいと考えている。

農林水産
省

長野県 須賀川市、川崎
市、豊田市、京
都市、宮崎県

－「支柱を立てて営
農を継続する太陽
光発電設備等につ
いての農地転用許
可制度上の取扱に
ついて」（平成30年
５月15日農村振興
局長通知）

135 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

公共事業等
施行状況調
査等の簡素
化

地方農政局から毎月依頼される公共事
業等施行状況調査及び事業執行状況調
査の簡素化（調査の廃止、調査事項の
削減、調査頻度の軽減等）を求める。

毎月、地方農政局から国庫補助事業等に関して内容が重複する調査が２種類行われているため、都道府県にとって大きな
事務負担となっている。
具体的には、地方農政局会計課から、毎月「公共事業等施行状況調査」が依頼されており、調査への対応に当たっては、県
担当者（計７人）が調査票の作成作業等を行っている。
また、地方農政局各事業担当課からも、毎月「事業執行状況調査」が依頼されており、調査への対応に当たっては、県担当
者（計４人）が県出先機関の担当者（計22人）から事業実施地区ごとの執行状況の報告を受け、取りまとめ作業等を行ってい
る。
上記２つの調査は重複する事項（予算額、交付決定額、契約額、支出額）も多いため、二重に調査を行う必要はないと思わ
れる。また、特に「事業執行状況調査」においては、「公共事業等施行状況調査」よりも調査区分が細分化（事業毎）されてお
り、調査に対応する職員の負担が大きく、毎月報告を求める必要があるか疑問である。
地方農政局からは、ダブルチェックのため類似する２つの調査を依頼していると聞いているが、法的根拠が明らかでない調
査のために、都道府県に過大な事務を行わせることは不合理である。
したがって、都道府県の事務負担を軽減するよう、重複する調査の廃止を含め、調査事項及び調査頻度を真に必要最小限
とするよう簡素化を求める。

調査の簡素化により、都道府県事務の負担が
軽減される。

毎年３月に財務省
（主計局）から関係
各省庁に通知され
る「公共事業等の
事業に係る契約及
び支出の状況報告
について」
上記調査のため、
地方農政局が上乗
せで行っている事
業執行状況調査

財務省、
農林水産
省

岡山県、中国地
方知事会

山形県、茨城
県、新潟県、富
山県、長野県、
京都府、大阪
府、島根県、長
崎県、大分県、
宮崎県、延岡市

○地方農政局会計課が実施している「公共事業等施行状況調査」は、国費ベースでの回答が求め
られている。補助率等が地区ごとに異なり、国費相当額を算出する作業をこの調査のためだけに
毎月行っている状況である。
○地方農政局会計課から「公共事業等施行状況調査」、地方農政局各事業担当課から「事業執行
状況調査」が毎月依頼されている。地方農政局各事業担当からの調査は担当課ごとに異なってお
り、統一を図っていただきたい。
○「事業執行状況調査」は、地域機関を含め多くの職員が集計作業に関わっており、かつ、調査項
目も細かいことから毎月の集計作業の負担が大きい。「公共事業等施行状況調査」も複数名が集
計に関わっており、特に年度当初の繁忙期においては負担が大きい。重複調査の廃止を含めた調
査項目及び調査回数の精査により、大幅な負担軽減と事務の効率化が見込まれる。
○当県も同様に２種類の調査に対応している状況であり、簡素化が可能であれば事務負担の軽
減につながると考える。
○当県においても重複する２種類の調査が大きな事務負担となっているため、要望する。調査は
どちらかとし、農政局内で事業課と会計課の情報共有を求める。また調査頻度も毎月ではなく、四
半期毎など事務負担の軽減ができないか。
○毎年４月から行われ、交付決定前のものまで対象に含まれており、事務負担が大きい。補助金
適化法で定める遂行状況報告（４半期ごと）に実施されればよいと考える。
○当県においても、同様に事務負担の支障となっていることから、簡素化を求めるものである。

農林水産省の事業には、TPP対策をはじめ、農家等の経営基盤に直結する事業も多く、国民からの関心も高く
なっている。
こうした中、国の施策に基づく各事業の執行状況を、事業執行状況調査により定期的に調査し、把握しておくこ
とは、予算の早期執行や、当年度以降の予算編成に活かす観点からも重要かつ必要なものと考えている。
その上で、公共事業等施行状況調査と調査内容等が重複しているものについては、作業様式の統一化等をは
かり、自治体における事務負担軽減について検討する。

作業様式の統一化等に当たっては、地方自治体の意向を踏まえた上で、重複する調査の一方を廃止するこ
とを含め、真に必要な調査事項に限定するなど、可能な限り項目等の簡素化を検討していただくとともに、
調査頻度の低減についても検討していただきたい。
また、調査に当たっては、コスト意識をもって不断の見直しを行い、地方自治体に過大な事務負担を強いる
ことがないよう努めていただきたい。

営農型発電設備の下部の農地について、同一の事業につき荒廃農地と荒廃農地以外の農地が存する場合の
一時転用期間の取扱いについては、当該下部の農地の大半が荒廃農地を再生利用するものであって、荒廃農
地と荒廃農地以外の農地が連坦しており、これらが一団のまとまりを有する場合には、荒廃農地を再生利用す
る取組として取り扱い、荒廃農地以外の農地も含めて、10年以内の一時転用期間とすることを可能とすることと
する。
このため、必要な通知の発出等の措置を講じる。



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

１ポツ目
通知

令和4年3月31日 農地転用許可（４条１項及び５条１項）については、令和３年度中に「支
柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可
制度上の取扱いについて」（平30農林水産省農村振興局長）を改正し、
以下の措置を講じた。

一団の農地に支柱を立てて営農を継続しながら太陽光発電設備を設置
する場合の農地転用許可については、当該農地の２分の１以上が荒廃
農地を再生利用するものであって、荒廃農地とそれ以外の農地とを区分
して活用することが困難な場合には、荒廃農地以外の農地も含め、当該
許可の期間を10年（現行制度上、原則として３年）とすることが可能であ
ることを明確化した。

・「「農地法の運用について」の制定について」等の一部改正について
（令和４年３月31日付け農林水産省農村振興局長通知）の記の２「支柱
を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制
度上の取扱いについて（平成30年５月15日付け30農振第78号農林水産
省農村振興局長通知）」

２ポツ目
通知

令和4年3月31日 農地転用許可（４条１項及び５条１項）については、令和３年度中に「支
柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可
制度上の取扱いについて」（平30農林水産省農村振興局長）を改正し、
以下の措置を講じた。

当該通知が技術的助言であることを明記し、当該許可の期間について
は、農地転用許可権者が判断することが可能であることを明確化した。

・「「農地法の運用について」の制定について」等の一部改正について
（令和4年3月31日付農林水産省農村振興局長通知）の記の２「支柱を立
てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度
上の取扱いについて（平成30年５月15日付け30農振第78号農林水産省
農村振興局長通知）」

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

御見解を踏まえ、本要綱が技術的助言であることを明確化するための通知を速やかに発出することといたし
ます。

５【農林水産省】
（４）植物防疫法（昭25法151）
農作物有害動植物防除実施要綱（昭47農林水産事務次官）で都道府県の行う防疫（29条から
33条）に関する措置として策定することとされている都道府県防除実施方針及び市町村防除
実施計画については、当該要綱が技術的助言であり、地方公共団体の判断により、策定しな
いことが可能であることを明確化し、地方公共団体に通知する。
［措置済み（令和３年10月27日付け農林水産省消費・安全局植物防疫課長通知）］

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

御見解を踏まえ、地方農政局等に対して十分な調査期間（原則２週間程度）を確保すべき旨の事務連絡を本
年10月中に発出するとともに、地方農政局等から都道府県等に対して事業の予算額や要望調査に係るスケ
ジュール等を時間的余裕をもって事前に情報提供することといたします。

５【農林水産省】
（21）消費・安全対策交付金
消費・安全対策交付金の特別交付型交付金については、地方公共団体の円滑な事務の実施
に資するよう、要望額の調査期間を十分確保するとともに、事業の予算額など参考となる情
報を、可能な限り早期に地方公共団体に提供する。
［措置済み（令和３年10月27日付け農林水産省消費・安全局総務課長通知）］

―

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

― ５【農林水産省】
（９）農地法（昭27法229）
（ⅰ）農地転用許可（４条１項及び５条１項）については、令和３年度中に「支柱を立てて営農を
継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」（平30農林
水産省農村振興局長）を改正し、以下の措置を講ずる。
・一団の農地に支柱を立てて営農を継続しながら太陽光発電設備を設置する場合の農地転
用許可については、当該農地の２分の１以上が荒廃農地を再生利用するものであって、荒廃
農地とそれ以外の農地とを区分して活用することが困難な場合には、荒廃農地以外の農地も
含め、当該許可の期間を10年（現行制度上、原則として３年）とすることが可能であることを明
確化する。
・当該通知が技術的助言であることを明記し、当該許可の期間については、農地転用許可権
者が判断することが可能であることを明確化する。

第１次回答における「農地の大半が荒廃農地を再生利用するもの」とは、一団のまとまりのある農地のうち荒
廃農地の面積が２分の１を超えている場合であって、荒廃農地とそれ以外の農地とを区分して活用すること
が困難な場合を想定している。
なお、本件については、「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上
の取扱について」（平成30年５月15日農林水産省農村振興局長通知）の改正において技術的助言として明確
化することとし、令和３年度末の改正を予定している。

○荒廃農地以外の農地を一部含む場合の具体的な考え方を早急に検討し、２次ヒアリ
ングまでに具体的な方向性を示していただきたい。
○「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上
の取扱い（平成30年５月15日農村振興局長通知）」が技術的助言であることを、当該通
知において明確にすべきではないか。

農林水産省が行う公共事業等施行状況調査及び事業執行状況調査に
ついては、地方公共団体の事務負担を軽減するため、令和４年度から、
両調査を一本化するとともに、調査項目を削減するなど、運用の改善を
行った。

・令和４年度公共事業等の施行状況調査及び予算の進捗管理について
（作業要領）（令和４年３月31日）

令和4年3月31日周知５【農林水産省】
（25）公共事業等施行状況調査及び事業執行状況調査
農林水産省が行う公共事業等施行状況調査及び事業執行状況調査については、地方公共
団体の事務負担を軽減するため、令和４年度から、両調査を一本化するとともに、調査項目を
削減するなど、運用の改善を図る。

作業様式の統一化に当たっては、十分に検証を行い、統一化を図ることとする。また、地方自治体に調査依
頼する際、調査項目を限定するよう各農政局等にも周知徹底する。
さらには、事業執行状況調査については、年４回程度とするなど、作業頻度についても見直すこととする。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所管・

関係府省
団体名 その他（特記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答
管理
番号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

196 B　地方に対
する規制緩
和

11_その他 都道府県漁
業調整規則
の認可制度
の簡素化

都道府県漁業調整規則の変更の内、法
制執務に係ること等については、同規則
の認可の際、都道府県の裁量を広く認め
ること（国の規則例が技術的助言である
ことの明確化を含む）を求める。

都道府県漁業調整規則については、全国統一的に一定の水準を確保することを目的として「都道府県漁業調整規則例の案
の送付について（令和２年１月22日付け元水管第1956号水産庁資源管理部管理調整課長通知）」により、水産庁から都道府
県漁業調整規則例が示されている。各都道府県においては、当該規則例を基に各都道府県が漁業調整規則案を作成し、農
林水産大臣の認可を受けて定めることができるとされている。
しかしながら、各都道府県が漁業調整規則を法制執務上適切と考える用語等に修正しようとしても、漁業法等の文言と完全
に一致していないといった理由から、修正が基本的に認められていない。
このため、法制執務上適切とは言えない法文の使用を強いられることとなり、解釈次第では内容に疑義が生ずるおそれもあ
るといった問題があるが、修正しようとする場合は水産庁と数十回やりとりが必要となるため、非常に負担となっている。

事務負担が軽減されるとともに、都道府県が自
らの例規として、住民に説明することができるよ
うになる。

漁業法第119条、
水産資源保護法第
４条、都道府県漁
業調整規則例の案
の送付について
（令和２年１月22日
付け水産庁資源管
理部管理調整課長
通知）

農林水産
省

高知県、徳島県、
愛媛県

茨城県、兵庫
県、島根県、山
口県

○水産庁と本団体文書担当との調整に非常に手間、労力、時間を要するため。
○漁業法改正に伴い、当県においても令和２年度に兵庫県漁業調整規則の全部改正を行った
が、その際、多大な労力を費やした。
その一因は、水産庁による事前協議の偏重にあると考えており、提案県の事例もその中で発生し
たものと推察する。
具体的には、事前協議後の修正は軽微なものを含め一切の修正を認めないとの方針の下、規則
例との徹底したすりあわせが行われている。
しかし、結果として、規則例どおりでない部分も含めて認可されており、規則例と併せ、事前協議の
位置づけ、あり方を再考してもらいたい。

漁業法（昭和24年法律第267号。以下「法」という。）においては、都道府県ごとに、操業実態や漁業調整の実態
が異なることを踏まえ、漁業調整のため、特定の種類の水産動植物の採捕の禁止等について法第57条第１項
並びに法第119条第１項及び第２項に基づき、法定受託事務として各都道府県の規則を定めることができること
としており、これに基づき、各都道府県知事が漁業調整規則（以下「規則」という。）を定めている。また、法第57
条第６項及び法第119条第７項の規定により、規則の制定又は改廃に当たっては、農林水産大臣の認可を要す
ることとしている。このように、都道府県が規則の制定を行えることとしているのは、複数の都道府県の領域を
またがって漁業が営まれている性質、都道府県の領域を超えて移動する水産動植物の性質、さらには、水面に
おける都道府県の境界が確定していない実態をも踏まえ、その内容は、広域的な資源管理に影響を及ぼし、ま
た、複数の都道府県の漁業調整問題を招くおそれがあることから、第１号法定受託事務として、都道府県の事
情も踏まえつつ都道府県に国の事務を行わせることが適当であるとの判断によるものである。したがって、規
則の制定内容については、都道府県に完全な裁量があるわけではないため、その制定又は改廃に当たって
は、農林水産大臣の認可にかからしめているものである。
このため、規則の大臣認可に当たっては、これまでも、都道府県漁業調整規則例と照らし合わせながら、認可
の基準に沿って審査をしている。仮に都道府県漁業調整規則例と異なる文言や規定を含む規則であっても、認
可の基準に適合すると認められる場合には、これまでも都道府県の裁量を認め、認可を行っているところであ
る。
（別紙あり）

第１次回答に述べられている法定受託事務及び大臣認可のあり方について異議を述べているものではあり
ません。
「都道府県漁業調整規則例」中に、漁業法と条文構造が違うにもかかわらず同じ文言を用いられているた
め、「及び」や「又は」といった接続関係等に疑義がある箇所があります。また、細かい規定ぶりが異なったと
しても趣旨は変わらず許可基準に照らして問題がないと思われる規則案でも、都道府県漁業調整規則例ど
おりでなければ認められないなど、その調整のために数十回やりとりが発生し、負担が生じたものです
その際に、法どおりの文言を県の規則とするのは問題がある等の理由で是正しようとしたところ、こうした法
制上の文言修正についても、「都道府県漁業調整規則例は法務省と調整しており、問題がないため文言の
変更は認められない。」との回答で、あくまで参考という位置づけであるはずの都道府県漁業調整規則例と
一言一句同じでなければならないという指導を水産庁の担当者から受けた経緯があり、こうしたやり取り
は、漁業調整規則の改正のたびに繰り返される状況にあります。
そのため今回提案しているのは、本来調整すべき規則の制定内容とは関係のない法制上の文言修正につ
いて、その修正を認めてもらうための調整に費やす多大な労力と時間の負担の軽減についての改善を求め
るものです。

203 B　地方に対
する規制緩
和

06_環境・衛
生

土地の形質
変更に係る
事前届出の
添付書類の
見直し

土壌汚染対策法第４条に基づく届出に
係る同意について、土地改良事業の実
施に係る同意書で代替可能とする。

土地の形質変更の対象面積が３千㎡を超える事業地区について、土壌汚染対策法（以下、法）第４条第１項に基づき届出を
行う必要があり、土壌汚染対策法施行規則（以下、規則）において、届出者が土地の所有者でない場合は土地の所有者等
の全員の同意を書面で提出するよう定められているが、近年相続により関係人調査等に時間を要する事案が多発しており、
届出に時間を要する大きな要因となっている。
一方、土地改良事業を実施する農業振興地域では、土地利用に制限があることから、これまで当県において特定有害物質
による汚染状況調査が必要とされる場合（法第４条第３項）は無く、使用しない同意書の徴取が負担となっているのが実情で
ある。
規則で提出を求める同意書は、土地の形質の変更が行われる場合に指定調査機関等が土壌汚染状況調査を行うことの同
意及び調査結果を法第４条第１項の届出に併せて知事に対し提出することの同意が目的であるが、土地改良事業において
は、既に事業実施の際に土地改良法に基づき同意を徴集し事業を実施しており、事業実施に伴う一連の調査等に対して既
に了解を得ている実態がある。

土地改良事業計画の同意書を法４条１項の同
意書を含むものとして取り扱うことで、早期の事
業実施地区の把握及び土壌汚染状況調査の要
否の決定、届出に係る同意書徴集事務の簡素
化、土地の形質変更の届出の迅速化・簡素化
に資する。

土壌汚染対策法第
４条第１項、土壌汚
染対策法施行規則
第23条第２項

農林水産
省、環境
省

愛媛県、松山市、
宇和島市、八幡
浜市、新居浜市、
西条市、大洲市、
四国中央市、西
予市、東温市、上
島町、久万高原
町、砥部町、内子
町、伊方町、松野
町

山形市、茨城
県、川崎市、長
野県、豊橋市、
豊田市、滋賀
県、寝屋川市、
鳥取県、徳島
県、久留米市、
熊本市、大分
県、宮崎県、沖
縄県

○土地改良事業において、土地改良法に基づき事業実施の同意を徴集し、事業実施に伴う一連
の調査等に対して既に了解を得ている実態があれば、それを同意書の代替とすることで、届出の
迅速化・簡素化は期待できる。
○当市においては農業振興地域での大規模な土地の形質の変更の事案により問題となることは
想定されないところである。なお、土地利用に制限があることから土壌調査が必要とされる場合が
なく、土地改良法に基づき土地の形質の変更を行うことの同意が事実上得られているのであれ
ば、提案のとおりの変更を行うことでも土壌汚染対策法の趣旨に沿う運用が可能であることから、
現行の地方分権のルールの範囲においても、地域の実情に応じた自治体の判断により、提案のと
おりの変更を行えるものと考える。
○土壌汚染対策法の同意書は、当該土地の所有者等に当該土地の形質の変更の実施につい
て、同意を求めるものである。そのため、土地改良事業の実施に係る同意書が、その内容を満た
しているのであれば、代替は可能だと考える。
○現制度でも工事の請負契約書等で代替可能と考える。

土地改良法に基づく同意は、国営・都道府県営事業の場合は農家等の申請人（市町村等営事業の場合は市町
村等）が土地改良事業計画の概要等について、事業参加資格者（原則として農地の使用収益権者。必ずしも所
有者とは限らない。）から徴集し、３分の２以上の同意をもって国営・都道府県営事業を行うことを事業主体に申
請（市町村等営事業の場合は事業主体が土地改良事業を行うことを発意）するための手続である。
土壌汚染対策法第４条において求める同意書については、必ずしも新たに同意書を作成する必要はなく、土地
の所有者等が土地の形質の変更の実施について同意していることが明らかとなる書類で足りるため、例えば、
土地の形質の変更の工事の請負契約書及び当該請負契約の発注者が当該土地の所有者等であることを証す
る書類等が考えられる。このことについては「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染
対策法の施行について」（平成31年３月１日付け環水大土発第1903015号環境省水・大気環境局長通知）にお
いて周知しているところである。
土地改良事業実施に係る同意書についても、都道府県等の判断により上記のような通知の趣旨を踏まえ土壌
汚染対策法第４条第１項に関する同意の確認に使用することは、妨げるものではない。
なお、土地改良法に基づく一連の手続により、適法に成立した土地改良事業計画に係る事業計画を定めたこと
を証する書面（事業計画決定の公告文等）についても、土壌汚染対策法第４条第１項に関する同意を証する書
面として扱うことが可能と考えられる。

土壌汚染対策法第４条において求める同意書について、事業実施者及び保健所等に対して、「新たに同意
書を作成する必要はない」ケースの解釈範囲が明確化されておらず、これまで届出のために改めて同意書
を徴集している状況である。
回答の「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について」（平成31
年３月１日付け環水大土発第1903015号環境省水・大気環境局長通知）において、同意書に代替するものと
しては、『当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書に代るものとして、「土
地の形質の変更の工事の請負契約書及び当該請負契約の発注者が当該土地の所有者等であることを証
する書類（所有者であることを証するのであれば、登記事項証明書及び公図の写し）」が想定される』と記載
されており、土地の形質の変更の実施について所有者の意向・関係性が明確なものであれば、同意書と見
なせる意図であると理解できるものの、回答の後段でお示しいただいた土地改良事業実施に係る同意書、
土地改良事業計画に係る事業計画を定めたことを証する書面を含む事については、現状では理解が及び
難いと思慮する。
今回の提案について、土地改良事業実施に係る同意書、土地改良事業計画に係る事業計画を定めたこと
を証する書面を、同意を証する書面として取り扱うことが可能なのであれば、その旨を例示等として通知等
で明確化していただきたい。

213 B　地方に対
する規制緩
和

02_農業・農
地

市町村が行
う土地改良
法に基づく災
害復旧工事
に係る議会
の議決手続
の見直し

土地改良法第96条の４の準用規定によ
り、市町村が土地改良法に基づく災害復
旧工事を行う場合には、国や都道府県と
異なり、応急工事計画に関し当該市町村
の議会の議決を経ることが必要とされて
いる。迅速な災害復旧工事の実施のた
め、市町村が行う災害復旧工事につい
ても、国や都道府県と同様とすることを
求める。

土地改良法に基づく災害復旧工事については、国や都道府県がこれ行う場合には、農業者の申請によらないという点では
市町村営事業と同じであるにもかかわらず、議会の議決を要せず応急工事計画を定めて実施できる。一方、市町村が災害
復旧工事を行う際には「市町村の議会の議決を経て」応急工事計画を定めて実施する必要があることとされている。
・法定の議決事項であることにも鑑み、当市では地方自治法第179条の規定に基づく専決処分にはよらず、議決を経たうえで
災害復旧工事に着手してきたが、議会手続には１～３か月を要すること
・工事の内容は基本的には原形復旧であり、審議において意見が割れることは通常なく、当市では否決となった例がないこと
・議会では当該応急工事計画に係る予算も議決しており、工事内容の当否は予算の審議でも議論することができること
・都道府県が土地改良法に基づき行う災害復旧工事は、市町村が行う災害復旧工事と同じく、農業者からの申請によらない
にもかかわらず、市町村の場合に限り議会の議決を経ることとする理由はないと考えられること
・応急工事計画は、通常事業とは異なり、公告や異議申出が省略されていること
・議決を得た応急工事計画の変更についても再度議決を得る必要があること
から、迅速な災害復旧の観点から、市町村が行う災害復旧工事に際しても議会の議決を不要とすべきと考える。

住民の安全や営農再開のための早期の災害復
旧工事を迅速に実施することが可能となる。
議決が不要となることで、議決に向けた関係機
関との調整業務が減ることとなり災害対応の強
化を図ることができる。

土地改良法第96条
の４、第87条の５

農林水産
省

那須塩原市、さく
ら市、高根沢町

那須烏山市、芳
賀町、壬生町、
那須町、下呂
市、相模原市、
新潟県、浜松
市、熊本市、延
岡市、鹿児島市

○土地改良法に基づく災害復旧工事については、同法第96条の4の準用規定により、市町村が災
害復旧工事を行う際には「市町村の議会の議決を経て」応急工事計画定めて実施する必要がある
こととされている。
・議会手続には１～３か月を要すること
・議会を得た応急工事計画の変更についても再度議決を得る必要があること
から、迅速な災害復旧の観点でいえば遅いと言わざるをえない。これは当町だけでなく多くの市町
村も共通して感じていると思われるので当町も議会の決議を不要とすべきと考える。
○近年、自然災害が頻発する一方で、県内の市町村職員は減少しているため、議決手続きの見
直しにより、迅速な災害復旧工事を実施できる。
○迅速な災害復旧の実施の観点から、当市としても同調する。
○災害復旧工事においては、住民の安全や早期の営農再開のため迅速な対応に努めてきたが、
本提案による議決手続きの見直しにより、更なる迅速化が期待できる。
○当市では、平成５年豪雨災害が発生し土地改良法に基づく災害復旧事業を実施しているが、30
年近く経過しておりその後土地改良法に基づく災害復旧工事は行っていないため、
事例確認が出来ないが、提案の趣旨に賛同する。

土地改良法に基づき市町村が行う災害復旧事業については、地域住民の意思を反映させることが、地域の特
性を踏まえた適切な復旧につながることから、応急工事計画を定めるときに、住民の代表者（市町村議会議員）
の議決機関である議会の議決を求めているところである（第96条の４において読み替えて準用する第87条の
５）。
一方、土地改良法に基づき都道府県が行う災害復旧事業については、一般的には、被災市町村等からの要請
等を受けて、都道府県自らが発意して行うことができることとされているが、受益者から当該事業の負担金を求
める場合には、受益者の３分の２以上の同意が必要とされている（法第87条の５及び法第91条第４項において
準用する第90条第７項）。
以上のことから、事業実施主体の特性により手続の違いを設けているところであるが、当該法手続を見直す場
合の市町村への影響を把握した上で、対応を検討してまいりたい。

現行、事業主体の違いにより手続にも違いを設けているとのことであるが、災害復旧事業に関しては、都道
府県営・市町村営いずれも受益者の申請によらずに行うことができることを踏まえ、議会の議決を不要とす
るよう、必要な検討を進めていただきたい。
なお、基礎自治体として災害復旧時に地域住民の意思を反映する必要性については十分理解しているが、
住民が災害復旧で一番求めるのは迅速な復旧での通常生活の再開であり、原型復旧という原則も考慮す
れば、早期復旧の重要性に鑑み、議会の議決は不要であると考えている。
また、たとえ県営事業でも国営事業でも地域の特性を踏まえ、住民意思に即した適切な復旧は当然必要で
あり、住民意思の反映という観点は、市町村事業だけ応急工事計画に議決が必要である理由としては乏し
いと考えている。
その他、応急工事計画の内容は予算審議（例外的な措置である予算の専決処分を含む）においても議会側
に説明しており、再度応急工事計画として審議を経る必要はないと思われる。また、当該計画の内容は、原
形復旧前後の状況や工法等の技術的細目であり、議会との議決になじむものでもないとも思われる。
さらに、道路等の災害復旧の場合は、応急工事計画を策定して議会の議決を経る必要がないため、農地や
農業用施設のみ復旧が遅れるという問題もある。
以上より、法定で市町村議会の議決事項とはせず、議決事項とするかは市町村の判断に委ねるべきである
と考える。

07_産業振興 農村地域産
業等導入基
本計画の抜
本的な見直
し

実質的に都道府県に策定が義務付けら
れている農村地域産業等導入基本計画
（以下「基本計画」という）を廃止した上
で、基本計画によらない国・都道府県・市
町村間の調整方法の導入を求める。

農村産業法（旧農工法）については、平成29年に法改正が行われた際、企業の具体的な立地ニーズや事業実現の見通しを
踏まえ、都道府県・市町村が各計画を策定することとされた。
そのため都道府県は、市町村の農村地域産業等導入実施計画（以下「実施計画」という）の意向や実態に合わせて、基本計
画を策定・変更することとなったが、当該改正によって基本計画は、都道府県が望む姿やグランドデザインといった観点が薄
れたため、その存在意義・必要性が乏しくなっている。
また、法律上は基本計画の策定は任意とされているが、都道府県が基本計画を策定しなければ、市町村は実施計画の策定
ができないスキームとなっていることから、都道府県は基本計画の策定が実質的に義務付けられている。
そのため、当県においても、市町村からの具体的なニーズに基づき、この度20年以上ぶりに基本計画を変更しなければなら
なくなったが、基本計画の存在意義等が低下する中にあって、関係機関との調整や国への同意付き協議など、計画変更に
要する過大な事務負担が生じる状況にある。
一方で、地方拠点法においては、都道府県が地方拠点都市地域（国の同意付き協議）のみを定め、当該地域内の複数市町
村等が共同して基本計画（都道府県の同意付き協議）を作成し、類似の特例・支援措置を受けることが可能となっている。
そのため、農村産業法についても、都道府県は、基本計画によらない手法での調整（導入すべき産業の業種や農用地等の
利用調整に関する事項等のみを何らかの形で決定するなど）を行った上で、国の基本方針等を踏まえた市町村の実施計画
に対する同意を行うスキームに見直せば、事務負担の軽減を図ることができると考える。

都道府県においては、基本計画の策定・変更に
関する事務負担が軽減される。
市町村においては、基本計画に代わる手法に
よる調整が現在よりも迅速に行われれば、実施
計画の策定に要する期間の短縮が見込まれ
る。

農村地域への産業
の導入の促進等に
関する法律第４条

農林水産
省

鳥取県、滋賀県、
兵庫県、和歌山
県、関西広域連
合

千葉県、長野
県、滋賀県、岡
山県、福岡県

○現行制度では、市町村が、具体的な場所や導入業種を盛り込んだ実施計画を策定する場合、
あらかじめその導入業種が県の基本計画に位置付けられている必要がある。そして県の基本計
画の策定および変更は国に協議を行う必要があり、結果的に、市町村の速やかな計画策定の支
障となっている。
そもそも、法令、ガイドライン、国の基本方針がある中で、更に都道府県が基本計画を策定するこ
とは必要性に欠けるものであり、都道府県は、市町村から実施計画策定に向けた協議を受ける中
で、それが法令等に即したものとなっているか確認、指摘をする役割を担っている。
○事例として、県内自治体が実施計画に県基本計画にない業種を盛り込むととなったため、基本
計画に業種を追加する必要性が生じた。令和２年度に基本計画の変更を行ったが、国への協議等
に時間を要するため、その後の実施計画の策定にも時間を要することとなった。
このように、実施計画に基本計画にない業種を盛り込む場合、その都度基本計画の変更が必要で
あり、事務が煩雑である。また、その結果、市町村での実施計画策定に時間を要している。
○当県では、平成30年３月に基本計画を策定し、今年度に計画の見直しを行う予定である（現在、
国の基本方針が示されていない）。
しかし、実際には、基本計画の必要性が乏しい中、計画の見直しには関係機関との調整や国との
協議などに多大な事務負担が生じることが予想される。
ついては、左記の①に記載された方法等での事務負担の軽減を図る必要がある。
○農村地域産業等導入基本計画を廃止することにより、当県においても事務負担の軽減を図るこ
とができる。

農村産業法及び同法に基づく国の基本方針（農村地域への産業の導入に関する基本方針、平成29年８月制
定）において、地域の農業者の安定した就業機会が確保され、産業の立地・導入に伴う土地利用調整により地
域の農地の集積・集約化等が図られるなど、農業と農村地域に導入される産業との均衡ある発展が図られる
業種を、本基本方針や都道府県が定める基本計画等に即しながら、市町村が実施計画において定めることとし
ている。
都道府県の基本計画は、地域の特性を活かし、その実情に応じた内容を定める役割を果たすものであり、か
つ、地域振興に関する計画及び都市計画等との調和を保つ指針となるべきものでもあり、その存在意義は重要
であると考えている。

基本計画の趣旨が、基本方針を踏まえて農業と農村地域に導入される産業との均衡ある発展が図られる
業種を定めることにあるのであれば、都道府県において業種を定めて地域の実情に応じた施策の実施やそ
の他の計画との調和を保つことは、基本計画の策定という手法によらなくとも達成できるものと考える。ま
た、市町村が策定する実施計画に対する都道府県による同意付き協議により、実施計画が他の地域振興
に関する計画等との調和を取ることとすれば、そうした目的は達成可能であると思われる。
加えて、共同提案団体も含め、多数の県から基本計画の策定が負担であるという意見やその必要性を疑問
視する意見が出ていることを踏まえ、都道府県の基本計画の策定の実質的な義務付けを廃止すべきであ
る。
なお、具体的な企業の立地ニーズに基づいて、市町村が実施計画を、都道府県が基本計画をそれぞれ策
定する現状では、農村地域への産業導入に関し、都道府県が先導的な役割を果たす効果も期待しにくいと
考える。
こうした中、基本計画の頻繁な変更を不要とする観点からは、ガイドライン等の改正による対応も考えられ
るが、基本計画策定に伴う多大な事務負担は解消されず、基本計画策定という調整手法そのものの必要性
に対する疑問が今回の提案の契機であり、計画策定という手法によらない簡易な必要最小限の調整手法を
検討すべきである。
農村産業法が求める趣旨・目的を達成しつつ、事務負担の軽減を図るためにも、基本計画の必要性につい
て、今一度検討いただき、法令上の対応を求めたい。

218 B　地方に対
する規制緩
和



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

第一次回答でも述べたとおり、これまでも、都道府県漁業調整規則例（以下「規則例」という。）と照らし合わせ
ながら、認可の基準に沿って審査をしているところであり、仮に規則例と異なる文言や規定を含む規則であっ
ても、認可の基準に適合すると認められる場合には、都道府県の裁量を認め、認可を行っているところであ
る。
規則例は、漁業法（以下「法」という。）に規定されている知事許可漁業の許可手続や規制に関する規定につ
いても、規則を見た漁業者等が適切に理解できるよう、確認的に定めている。当該規定については、法の規
定が直接適用されるため、法の規定と異なる文言を使用するなど法との関係で疑義が生ずるものがあっては
ならず、提案団体からの指摘は、このような規定に関するものと考えられる。
規則は、都道府県が定める規定と、法で規定されている条項を確認的に記載している規定の両方が含まれ
る構造であるが、法で規定されている条項を確認的に記載している規定については法の規定と異なる文言を
使用してはならない旨、また、法の趣旨に照らして疑義のある規定を設けることができない旨等の認可基準
の具体的な考え方について、都道府県担当者に対して、改めて説明を行うこととし、今後の規則の改正手続
きを円滑に行い、都道府県の負担を軽減することとしたい。

５【農林水産省】
（３）漁業法（昭24法267）及び水産資源保護法（昭26法313）
都道府県が漁業調整規則の制定及び改正（漁業法57条４項及び119条２項並びに水産資源
保護法４条１項）に当たって参考とする都道府県漁業調整規則例（令２水産庁長官）について
は、都道府県の円滑な事務の実施に資するよう、その解釈を明確化し、改めて都道府県に令
和３年度中に周知する。

周知 令和４年３月15日に説明会を
開催

令和４年３月15日に開催された海区漁業調整委員会事務局職員研修会
において、参加した都道府県職員（約140名）に対して、都道府県漁業調
整規則例の解釈について説明をするとともに、都道府県漁業調整規則
の認可に係るプロセスについて改めて周知を図った。

― 【全国知事会】
現行制度で対応可能である旨について、十分な周知を行うべきである。

第一次回答で示したように土壌汚染対策法第４条第１項において求める同意書については、必ずしも新たに
同意書を作成する必要はなく、土地の所有者等が土地の形質の変更の実施について同意していることが明
らかとなる書類で足りる。
土地改良事業実施に係る同意書や土地改良事業計画に係る事業計画を定めたことを証する書面を同意を証
する書面として取扱うことについて、例えば「土壌汚染対策法に関するQ&A」へ具体的に記載するといった対
応を検討することは可能と考える。

５【農林水産省】
（17）土壌汚染対策法（平14法53）
一定規模以上の土地の形質変更に係る届出（４条１項）に関し、土地の形質の変更をしようと
する者が当該土地の所有者等でない場合における土地の所有者等の同意書（施行規則23条
２項２号）については、都道府県等へ実態調査等を行った上で、土地改良事業実施に係る同
意書等を土地の所有者等の同意書として取り扱うことが可能であることの明確化も含めて、
都道府県等及び事業者の負担の軽減を図る観点からその在り方について検討し、令和３年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：環境省）

省令、通知 ・省令：令和４年３月24日公布、
令和４年７月１日施行

・通知：令和４年３月24日発出

・土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(令和４年３月24日付
け環境省令第６号)

・土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令及び汚染土壌処理業
に関する省令の一部を改正する省令の施行について(令和４年３月24日
付け環水大土発第2202212号環境省水・大気環境局長通知)

― 【全国町村会】
提案団体の意向及び関係府省の回答を踏まえ、法令の見直しを視野に入れ
た適切な対応を求める。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された条項数が、過去10年間で約1.5倍に
増加するなど、国会や全国知事会においても強い問題意識が示されているところであ
り、本提案に関しては、まずは法令上の対応を基本として見直しを検討いただきたい。
○土地改良法制定当初と異なり、市町村が大規模化していることや水害等が頻発・激
甚化しているという社会情勢の変化等を踏まえ、市町村の応急工事計画について議会
の議決を不要とすることについて検討し、２次ヒアリングまでに見直しの方向性を示し
ていただきたい。
○議決を不要とした場合に、新たな手続を設けることは、慎重に検討すべきではない
か。

提案事項に係る実態を確認するため、内閣府地方分権改革推進室とともに、市町村に対して実態調査を行っ
ているところであり、その結果を踏まえて、法改正も視野に入れて検討することとしたい。

５【農林水産省】
（２）土地改良法（昭24法195）
（ⅱ）市町村（特別区を含む。）が災害又は突発事故被害のため急速に行う土地改良事業（96
条の４第１項において準用する87条の５第１項）については、その応急工事計画に係る議会
の議決を不要とするなど、都道府県と同様の手続とする。

法律 第208回国会に提出した「地域
の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法
律案」の可決・成立の日

第208回国会に提出した「地域の自主性及び自立性を高めるための改革
の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」において、土地
改良法（昭和24年法律第195号）を改正。

― 【全国知事会】
国において必要と考える政策目的の実現に関わる場合であっても、国が定
める計画等の策定という手法に限らず、地方公共団体自らの工夫に基づく計
画的な手法によることも可能であると考えられるため、具体的な実行手法は
地方に委ねるよう、法令や政策実施の方法などの見直しを行うこと。

○計画策定等の義務付けに関しては、法定された条項数が、過去10年間で約1.5倍に
増加するなど、国会や全国知事会においても強い問題意識が示されているところであ
り、本提案に関しては、まずは法令上の対応を基本として見直しを検討いただきたい。
○１次ヒアリングにおいて、市町村の意向に合わせて都道府県の基本計画の変更が
必要となる業種選定に関する国の基本方針等を見直す方向で検討するとの説明が
あったが、提案団体が提案に至った背景は、基本計画の変更に伴う多大な事務負担
に加え、法令、ガイドライン、国の基本方針がある中で、市町村の実施計画策定のた
めに都道府県が基本計画を策定しなければならないという調整手法そのものの必要
性にある。このため、まずは都道府県の計画策定という手法によらない簡易な必要最
小限の調整手法を２次ヒアリングまでに積極的に検討いただきたい。

農村産業法は、３つの目標（導入すべき産業の業種その他農村地域への産業の導入目標、農村地域に導入
される産業への農業従事者の就業の目標、農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改
善に関する目標）を同時に達成することにより、農業とその導入される産業との均衡ある発展を図ることを目
的としている。
こうしたことから、都道府県も地域の実情を活かし、その実情にあった都道府県としての目標と目標達成のた
めの手段を定め、かつ農村地域への産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整に関する方針と
して土地利用の調整ルールを定めることを規定しており、目標とそれを達成するための手段を組み合わせた
内容を定めることから、他の法令と同様に計画として位置づけられている。
また、本制度は、農村地域に産業を導入するにあたって、税制等の優遇措置とその他の国の支援が措置さ
れていることから同意付き協議の手続きが設けられているとともに、都道府県は基本計画を作成し、目標達
成するための措置を講ずる役割も担っていることから、都道府県の役割が地方拠点都市の指定を行うことの
みに限られる地方拠点法のようなスキームとすることは困難であると考える。
当省としては、今回の御提案は、現行において基本計画にない業種を実施計画に盛り込む場合、その都度
基本計画の変更が必要となり、これが都道府県の事務負担になっていることが背景となっているものと理解
しているところであり、本件に対しては、業種選定に係るこうした運用を規定している基本方針やガイドライン
等について見直すことで対応して参りたい。

５【農林水産省】
（13）農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭46法112）
都道府県が定めることのできる当該都道府県における農村地域への産業の導入に関する基
本計画（４条）については、都道府県の当該計画の変更等に係る事務負担を軽減するため、
当該計画の記載事項に係る見直しを行う。

法律 第208回国会に提出した「地域
の自主性及び自立性を高める
ための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法
律案」の可決・成立の日

第208回国会に提出した「地域の自主性及び自立性を高めるための改革
の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」において、「農村
地域への産業の導入の促進に関する法律」(昭和46年法律第112号)を
一部改正（令和4年法律第44号)。

「「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に関するガイドライ
ンの制定について」の一部改正について」（令和４年５月25日付け職発
0520第１号、４農振第503号、20220517地局第1号厚生労働省職業安定
局長、農林水産省農村振興局長、経済産業省経済産業政策局地域産
業グループ長通知）を発出。
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